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五
、
カ
ペ

l
家
諸
主
と
大
司
教
・
司
教

大
司
教
、
司
教
は
、
何
れ
も
選
挙
を
通
じ
て
そ
の
職
に
つ
く
。
そ
の
選
挙
及
び
叙
任
は
、
十
一
世
紀
以
来
の
闘
争
と
論
議
を
へ
て
、
少
な
く

と
も
カ
ベ

l
家
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
十
二
世
紀
後
半
に
、
次
の
如
き
手
続
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

教
会
は
、
空
位
が
公
け
に
な
る
や
、

王
に
「
選
挙
許
可
」

2
8立
広
島

mg＆
）
ぞ
求
め
る
。

11 

「
選
挙
許
可
」
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
選
挙
団
が
召
集
さ
れ
る
。

111 

選
挙
聞
は
、
被
選
挙
者
を
指
定
す
る
。

IV 

首
座
大
司
教
が
、
選
挙
の

sgan－
尽
ぞ
証
明
す
る
。

V 

王
が
被
選
挙
者
に
同
意
又
は
確
認

2
8
8
2♂

8
丘町
HE片

山

O
）
そ
与
え
る
。

VI 

被
選
挙
者
は
玉
に
「
忠
誠
誓
約
」
（
町
広
島
昨
日
夕
凹
刊
H
5
8片
倉

F
E志
）
を
捧
げ
る
。
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王
か
ら
《

Ehm之
宮
》
が
返
還
さ
れ
る
。

〔
首
座
大
司
教
に
よ
っ
て
U

聖
別
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n
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以
上
の
う
ち
、
本
意
で
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
王
と
の
交
渉
が
、
i
・
V
－

u
・
刊
の
四
項
、
即
ち
ロ
n
R旦
ぽ
丘
一

m
g門
出
の
賦
与
と
、

被
選
挙
者
の

8
丘
町
B
伊
丹
芯
、
同
人
の
王
に
対
す
る

F
E
E
F聞
に
続
き
、
同
人
へ
の

E
m回
目
仲
間
の
返
還
と
云
う
手
続
き
に
お
い
て
保
た
れ
て
い

る
乙
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

3
2
g
5
は

l
ー
一
見
極
め
て
消
極
的
で
は
あ
る
が
｜
｜
言
及
す
る
こ
と
を
さ
け
た
宮
町
仏
白
書
。
巳
ロ

g

を
も
合
め
て
、
理
論
的
に
は
相
互
に
密
接
に
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
る
。
即
ち
王
は
当
該
司
教
座
の
創
設
者
と
み
な
さ
れ
（
同

o
E忠
由
民
官
品
由
民
出
血
）
、

乙
の
故
に
王
は
、
当
該
司
教
座
を
そ
の
保
護
（
官
。
芯
色
。
）
の
下
に
お
く
。
従
っ
て
司
教
座
空
位
中
（
閉
包

m
g
g
E巾
）
、
そ
れ
は
当
然
王
の

手
に
（
宮

g
田
ロ
ロ
同
白
紙
回
）
帰
る
と
云
う
理
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
理
論
自
体
の
当
否
は
別
と
し
て
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
司
教
は
本
来

俗
権
に
関
し
て
は
、

王
の
権
利
〈
同
町
民
曲
目
白
日
』
5
z
m曲目
p
吉
田
円
話
回
出
血
2
5
w
Y
m
H
m
m田口
2
5ロ
）
を
行
使
し
て
い
右
の
で
あ
っ
て
、
司
教
座

空
位
期
間
、

A曲
目
山
田
は
当
然
王
に
返
り
、
し
か
も
新
司
教
叙
任
と
同
時
に

B
色
白
は
司
教
の
手
に
戻
る
と
い
う
観
的
更
に
司
教
座
又
は

修
道
院
長
空
位
中
に
、
王
そ
の
他
の
手
に
移
る
司
教
座
教
会
又
は
修
道
院
財
産
の
用
益
権
の
み
を
、

円－H
C
日
円
借
円
企
曲
目
白
と
し
て
区
別
す
る
観

二

九

O
年
に

mmEm
大
司
教
の

S
F
E叩
の
要
請
に
よ
る
王
の

n
r
R
R
K
明
示
さ
何
？
い
る
。

カ
ベ

1
諸
王
は
国
語
口

i
i以

来
実
質
的
に
骨

0
2
n
H
f
E；
行

使

し

て

い

長

、

《同
mm曲
目
ぽ
》
と
云
う
罰
則
そ
の
も
の
を
用
い

念
が
展
開
さ
れ
、
後
者
の
典
型
は
、

て
、
そ
の
行
使
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
例
を
、
我
々
は

ωロ
m
R
の
豊
田
簡
中
に
見
出
し
得
る
。

一
一
四
九
年
に
の

Z
え
門
町
田
の
司
教
の

8
同同同ミ

（＝－
a
l
l
－－

S
）
が
死
ん
だ
際
に
、
当
時
十
字
軍
出
征
中
の

F
O口
町
〈
口
の
摂
政
で
あ
っ
た

ωロ
mmH
は、

「
王
ニ
代
ツ
テ
詰
ぬ
と
S
ヲ
受

（
日
宮
丘
町
応
。
白
山
氏
吋
mm山
田
包
同
－
2
6日
開
ロ
牛
回
目
円
円
。
ロ
田
巾
円
4
国
ロ
合
同
諸
国
日
目
白
）
使
い
を
送
る
旨
を
、

。
呂
町
己
ロ
B
宛
に
書
、
喝
さ
お
く
つ
た
。

且
保
ツ
タ
メ
ニ
」

（リ｝阿国円同町訟の

取
リ
、

を
司
教
に
選
挙
し
た
国
防
の
通
知
に
そ
え
て
、

z
mロ｝一回

つ
い
で
同
門
名
吉

Mrs
．
が
、
王
の
許
可
（
吋
持

E
F
g
E）
に
も
と
ず
い
て
の

ENZロ
（
ご
さ

i
ニ
ヨ
）

〔

8
｝

の
返
還
を
求
め
て
来
た
の
に
対
し
、
彼
は
そ
の
選
挙
ぞ
確
認
す
る
と
同
時
に
、
次
の
如

き
返
事
を
書
い
た
。
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・
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宮
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－
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ツ
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テ
ハ
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ラ
ン
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王
ノ
宮
廷
ニ
テ
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キ
慣
習
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自

2

8去
E
印
）
〔
ト
シ
テ
U
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テ
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ル
コ
ト
衆
知
ノ
如
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ヨ
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宮
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宮
F
H
E
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一
導
キ
入
レ
ヲ
レ
ル
ベ
ク
、

シ
カ
ル

後
ニ
、
彼
ニ
ス
ベ
テ
〔
ノ
同
諸
島
む
ガ
流
一
還
ザ
ル
ベ
シ
。

シ
カ
シ
テ
上
記
ノ
如
ク
〔

4
－
R
a
g
ガ
〕
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殿
－
一
テ
定
メ
ノ
ゴ
ト
グ
王
ト
王
国
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ノレすニ
己）忠
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Fート
問
団、、，，，

ヲ
ナ

1ン、

円巾何回－
U
ヲ
再
又
ケ
ト
ル
コ
ト
、

シ
カ
シ
テ
直
チ
ニ
、

コ
レ
コ
ソ
返
還
ノ
秩
序
デ
ア
リ
慣
習
法
デ

こ
の
三
書
簡
は
、
十
二
陛
紀
の
半
ば
に
は
、
上
記
王
側
の
司
教
摂
一
挙
手
続
が
、
ほ
と
ん
ど
向
動
的
に
行
な
わ
れ
得
る
穏
に
、
す
で
に
買
式
化

し
て
い
た
ζ
と
を
示
し
て
い
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
書
簡
は
、
－

w
m
E
3
冊目釘

g去
を
得
る
た
め
に
は
、
教
会
側
は
お
関
与
山
田
を
王
の
手
に
も
ど

す
こ
と
を
要
し
、
文

Hmm色
町
田
を
訴
被
選
挙
者
で
あ
る
司
教
の
手
に
か
え
す
た
め
に
は
、
平
一
に

brロ
仲
間
印
を
捧
げ
る
こ
と
を
要
す
る
と
云
う

相
関
関
係
を
も
同
時
に
示
し
て
い
る
。
乙
の
限
り
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
手
続
の
中
間
に
は
さ
ま
る
、
訴
被
選
挙
者
の
確
認
の
手
続
は
二
次
的

な
も
の
と
な
り
、
王
と
司
教
座
の
恒
常
的
な
関
係
は

2
ぬと
S
の
動
き
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
乙
の
観
点
が
、
「
王
の
司
教
座
」

2
4
m
n
r
p

H
O可

E
M）
と
云
う
概
念
を
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
我
々
が
問
題
と
し
て
い
る
時
期
の
直
前
、

即
ち
十
二
世
紀
後
半
の
戸
。
巳
∞
〈
ロ
の
治

世
に
つ
い
て
、
今
日
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
た
「
王
の
司
教
区
」
を
表
示
す
れ
ば
、
次
貰
の
表
の
如
く
で
あ
向
山

と
の
表
の
中
に
、
我
々
が
当
面
の
問
題
作
い
し
て
い
る
の

E
H宵
8
・
刃
包

gmw
〉
自
芯
ロ
聞
の
コ
一
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
を
さ
つ
に
い
た
る
司
教

座
の
み
な
ら
ず
、
初
期
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
様
式
に
属
す
る

ω
g♂

ω
g－F
2
0
3
p
F
H
H
O
P
H
V
R
U
の
五
カ
テ
ド
ラ
ル
も
、
叉
視
野
の
中
に
お
く

乙
と
を
前
提
と
し
た

ω。
5
。
日
の
そ
れ

5
（
第
一
章
）
、

一
応
含
玄
れ
て
い
る
。

従
っ
て
我
々
は
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
棋
式
適
用
の
必
要
条
件
と
し

て
、
当
該
教
会
が
上
記
の
意
味
で
「
王
の
司
教
区
」
に
属
す
る
こ
と
を
前
提
と
み
な
す
こ
と
を
許
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
単
に
こ
の
事
の
み
に
よ
っ
て
、
我
々
は
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
の
成
立
が
、
上
記
三
カ
テ
ド
ラ
ル
に
限
ら
れ
て
い
る
事
実

を
、
充
分
に
は
説
明
し
得
な
い
。
た
し
か
に
王
は
、
初
期
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
期
に
す
で
に
カ
テ
ド
ラ
ル
を
建
設
し
た
司
教
陸
一
を
も
含
め
て
、
こ
れ
ら

｛民｝

の
会
干
に
特
殊
な
関
心
壱
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
特
に

F
C
C
－
印
〈
口
が

ω何
回
一
肢
の
カ
テ
ド
ラ
ル
再
建
に
示
し
た
関
心
（
＝
u
u
頃）

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
ハ
森
）
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EVECH並SROYAUX (11) 

PACAUT 

PROVINCE DE TOURS 

Tours ＋ ＋ワ

Le Mans ・．．

PROVINCE DE SENS 

Chartres _L 十

Orleans ＋ ＋ 

Paris ＋ ＋ 

Meaux ＋ 十ワ
Troyes ・．． +? p 
Sens ＋ ＋ 

Auxerre ＋ ＋ p 

Nevers p 

PROVINCE DE REIMS 

Beauvais ・．． ＋ 

Senlis ・－． ＋ワ

Soisssons ＋ ＋ 
Noyon叩

＋ 
Noyon + 

Toumai Tournai ＋ワ
Laon ＋ ＋ 

Reims ＋ ＋ 

Chalons/s/M. ＋ ＋ 
Amiens ・－－ ＋ 

Arras ＋ ＋ 

Therouanne ・．． ＋ p 

PROVINCE DF LYON 

Autun ＋ ＋ 

Chalon/s/S. ・．． +? p 
Lぉ1gr白 ＋ ＋ 
Macon ・．． +? p 

PROVINCE DE BOURG丘S

Bourges ＋ ＋ p 

Le Puy ＋ 十 p 

Mende ＋ ＋ 

Clermont ＋ p 

A
M
M

｛

mv 

は
云
う
ま
で
も
な
く
、
更
に

E
M
E唱
m
〉
ロ

m
g
g
が

M
J片
山
田
（
ニ
苫
）
及
び

n
E
H可
g
（】
M
O
U
）
に
示
し
た
関
心
も
、
時
期
か
ら
考
え
て
、

何
ら
か
の
意
味
で
カ
テ
ド
ラ
ル
再
建
工
事
に
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
と
う
し
た
主
の
側
か
ら
の

1
1間
接
的
な

1
1関
心
を

示
す
史
料
は
、

一
般
化
し
得
る
程
に
は
存
在
し
な
い
。

他
方
教
会
側
か
ら
の
特
殊
な
関
心
も
、
同
様
に
充
分
に
説
得
力
を
も
っ
と
は
云
え
な
い
。
例
え
ば

gロ
ω吉田
8
は
わ
冨
同
神
岡
市
聞
に
つ
い
て
、



n
S
1
2
8
8ロ
曲
仲
間
刊
な
る
祭
日
の
存
在
を
も
っ
て
、
こ
の
町
（
文
は
司
教
座
）
と
王
権
と
の
密
接
な
結
合
を
示
す
も
の
と
着
倣
し
た
。
即
ち
こ

の
日
に
王
は
、
王
冠
を
か
ぶ
り
、

C
邑
2
2明
日
田
町
と
と
も
に
登
場
す
る
の
で
あ
情
し
か
し
な
が
ら
こ
の
風
習
は
、
♀
国
丘
町
内
閣
を
特
殊
化

【げ
J

す
る
に
は
余
り
に
も
一
般
化
し
す
ぎ
て
い
る
。
剛
山
岳

g
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
戴
冠
式
挙
行
の
特
権
が
連
想
さ
れ
る
。
し
か
し
乙
れ
も
、

十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
初
に
か
け
て
は
、
大
司
教
の
E
F－－由民

E
の
要
請
に
よ
る
教
室
主
白

E
E
R
H
H
H
の

E
E
（
ニ
司
）
は
あ
り
、

文

二

九

O
年
花
王
自
身
も
そ
れ
を
認
め
て
は
い
る
ん
句
依
然
と
し
て
そ
れ
以
前
の
時
期
に
お
け
る
と
同
様
に
、
争
わ
れ
得
る
特
権
で
し
か
な

か
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
市
更
に
い
わ
ゆ
る
《
官
宮
骨

p
g
g
w
rつ
い
て
も
一
考
す
べ
き
で
あ
る
が
、
ζ

れ
に
属
す
る
大
司
教
、

司
教
座
中
、
初
期
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
の
カ
テ
ド
ラ
ル
を
有
す
る
も
の
と
し
て
は

zaoロ
と
円
相
凶
O
K
古
典
。
コ
テ
ィ
ッ
ク
の
そ
れ
は

m
a
g聞
の
み

で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
古
典
様
式
の
成
立
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
共
通
の
基
盤
を
提
供
し
た
と
は
考
え
ち
れ
な
い

Q

王
と
乙
れ
ら
大
司
教
区
、
司
教
区
を
結
び
つ
け
る
か
に
見
え
る
如
上
の
諸
要
素
が
、

そ
の
結
合
の
証
明
、
更
に
そ
の
こ
と
か
ら
の
ゴ
テ
ィ
ッ

ク
古
典
様
式
の
成
立
や
適
用
に
、
必
ず
し
も
説
得
力
の
あ
る
説
明
を
提
供
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
以
上
で
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
我
々

は
、
も
う
一
度
司
教
が
出
現
す
る
瞬
間
、
即
ち
選
挙
に
立
ち
も
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、
司
教
そ
の
人
を
王
そ
の
人
に
結
び
つ
け
る

機
能
を
果
し
て
い
る
も
の
が
、
同
目
的
色
山
田
で
は
な
く
、

E
L冊
目
釘
曲
で
め
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

十
二
世
紀
中
葉
以
後
、
新
司
教
が
王
に
対
し
て
如
何
な
る
内
容
の
怯
号
ロ
S
∞
を
行
な
っ
た
か
に
つ
い
て
、
我
々
は
史
料
を
有
し
て
い
な
い
。

『

av

し
か
し
な
が
ら
、
岡
両
氏
自
曲
で
大
司
教
が
一

O
六
八
年
頃
成
立
し
た

E
－V
－E
－
日
出
に
対
す
る
誓
約
を
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
一
二
二
四
年
に
繰

｛
包
》

返
す
こ
と
巻
強
い
ら
れ
て
い
た
ζ

と
か
ら
、
文
こ
う
し
た
同
C

B
長
独
特
の
保
守
性
か
ら
、
我
々
が
た
ま
た
ま
列
企
自
国
大
司
教
と
ロ
O
C
］
に

或
は
ほ
ぼ
そ
れ
と
等
し
い
内
容
が
！

l
繰
返
さ
れ
て
い
た
公
算
が
高
い
。
た
ま
た
ま
暫
約
後
に
、

つ
い
て
有
す
る
、
九
八
九
年
の
出
口
哲

g
n品
目
同
と
周
忌

2
と
に
対
す
る
誓
約
の
テ
ク
ス
ト
（
斗
員
E
こ
忌
色
ニ
存
］

FEU）
が
、
ー
ー

｛
間
同
｝

nrEvmEH】
ゲ
自
に
よ
っ
て
、
司
当
事
者
双
方
が

文
書
聞
を
交
換
し
た
た
め
に
残
っ
た
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
；
の
成
立
と
そ
の
萱
京
（
森
）

五
九



コ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

六
O

「
神
ノ
恩
寵
－
一
ヨ
リ
河
町
即
日
凹

大
司
教
タ
ル
ニ
イ
タ
リ
シ
余
〉

B
o
z－
〈
〉

B
巳
E
m）
ハ
、
フ
ラ

γ
ス
主
目
ロ
∞
口
市
印
及
ピ

HNor自
己
ニ
、

我
が
最
そ
清
キ
一
忠
誠

Q
E
g）
ヲ
保
ツ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
、

我
ガ
知
リ
且
力
ノ
オ
ヨ
ブ
カ
ギ
リ
、

彼
ラ

円
王
タ
チ
U

ノ
ア
ラ
ユ
ル
企
テ
ニ
オ
イ

テ
、
助
言
（

ng色
E
B）
ト
助
力
（
但

R
Eロ
日
）
ヲ
捧
グ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
、
彼
ラ
ノ
敵
ヲ
、

F
E吉
田
ニ
オ
イ
テ
、
知
ル
カ
ギ
リ
、
助
一
言

f
ア

モ
助
力
ニ
テ
モ
彼
ラ
ニ
対
シ
テ
助
ケ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
約
ス
。

－
－
－
シ
カ
シ
テ
ソ
レ
ヲ
余
ハ
欲
セ
ズ
且
神
モ
喜
ピ
タ
マ
ワ
ヌ
コ
ト
ナ
ガ
ラ
、

コ

ヲ
4

｛スケ

γ
コ
ト
ヲ
。

レ
ラ
ハ
ノ
義
務
〕
カ
ラ
余
ガ
遠
ザ
カ
リ
シ
ナ
ラ
パ
、
我
ガ
ス
ベ
テ
ノ
祝
福
ハ
呪
イ
ト
変
ジ
、
我
ガ
日
ハ
縮
マ
リ
、
旦
他
ノ
者
ガ
我
ガ
司
教
位

円

Mmv

〔且
υ
我
ガ
友
ハ
余
－
一
背
キ
、
且
永
遠
ニ
敵
タ
レ
。
・
・
：
」

お）

さ
か
の
ぼ
っ
て
八
五
九
年
に
行
な
わ
れ
た

F
B
の
大
司
教
者

g
F
の
誓
約
の
形
式
内
容
と
一
致
す
る
と
同
時
に
、
正
し

く
十
一
世
紀
の
司
巳
ゲ

2
骨
何
百
円
円

g
に
よ
る
、
有
名
な

2
2巳
の
義
務
規
鳴
と
も
一
致
す
る
。
即
ち

E
aと
E
M－－
2
5
と

8
5
E
z
g
で

｛幻）

正
し
く

z
s
a
E
B
を
捧
げ
る
こ
と
と
同

こ
の
内
容
は
、

あ
る
。
従
っ
て
、

ζ

の

P
E
P
S
を
口
に
す
る
こ
と
は
、
十
一
世
紀
の
教
会
人
に
と
っ
て
は
、

一
視
さ
れ
得
る
理
由
が
充
分
に
存
在
し
た
ζ

と
に
な
る
。

e

叙
任
権
闘
争
の
過
程
に
お
い
て
、
教
皇

C
H
E
E田
口
は

Q
R
g
o
E
の
総
公
会
議
会

0
3）
で
、

【お）

「巾可仲間口

8
5
或
ハ

E
n
m
丘
S
が
、
王
叉
ハ
他
ノ
俗
人
－
一
、
手
ニ
ヨ
ツ
テ
（

5
B
8
5
5）
｝
釘

S
F
E

決
定
し
た
。

乙
の
決
定
自
体
が
、
当
時

F
E
E匂
由
の
名
の
下
に
、
司
教
た
ち
が
王
に
対
し
て
、
「
手
ニ
ヨ
ツ
テ
」
宮
目
指
回
口
容
を
行
な
っ
て
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、

乙
の

E
ロO
ロ
自
体
は
、
結
局

V
O
B
田
区
民
ロ
ロ
ぬ
町
民
国
を
禁
じ
る
効
果
を
も
っ
て
は
い
る
が
、

同』門
ruロ
仲
間
印
一
そ
の

も
の
を
禁
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
解
し
得
る
。

一
方
叶
一
応

Z
P
巴
2
を
は
じ
め
と
す
る
の

Z
S。
己
の

g
g
Z印
が
、
各
電
0
4
5
5
へ

持
ち
か
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
公
会
議
に
付
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
特
に
同
N
O
E
g
大
司
教
の
三
ロ

2
5町
、
が
上
記

2
8コ
の
換
骨
奪
胎
を
敢
え
て

し
た
。

一
一
九
六
年
二
月
、

F】ロ
g
公
会
議
の

B
gロ
〈
自
・

は
云
う
。

「
如
何
ナ
ル
匂
兄
島
三
四
円
モ
、
俗
人
の

r
o
B
O
ト
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
。

何
ト
ナ
レ
パ
、
神
ニ
ヨ
ツ
テ
聖
別
サ
レ
、

立
聖
塗
油
ニ
ヨ
ツ
テ
聖



ト
品
リ
レ
タ
〔
唱
円
m
m
S
Z同
ノ
U

手
ヲ
、
或
ハ
殺
人
、
或
ハ
宏
明
遇
、

乃
至
ハ
何
一
ブ
カ
ノ
犯
罪
的
ナ
罪
－
一
ヨ
ツ
チ
汚
サ
レ
テ
イ
ル
為
ニ
、
聖
一
別
サ

ー
ノ、、

サ
レ
ド

E
2
E
S
ガ

F
E
C
B
ヲ
俗
人
カ
ラ
保
有
シ
タ
ル
場
合

（

nv 

ソ
レ
ガ
教
会
－
一
属
セ
ザ
レ
バ
、
免
除
サ
レ
テ
ア
ル
ガ
ゴ
ト
キ

F
E伊
丹
問
団
ヲ
彼
〔
俗
人
〉
－
一
行
ナ
ウ
コ
ト
」

レ
ザ
ル
〔
俗
人
ノ
〕
手
ノ
中
－
一
置
ケ
ハ
、

フ
＋
ワ
シ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
。

叶
7
0
自由
8
5
（－

Emwe－－

su）
は
こ
れ
ら
二
つ
の

gロO
ロ
訟
を
比
較
し
て
、

次
の
三
一
解
釈
を
導
入
し
た
。

ド．

M
N
。
回
目
ロ
の

gロ
。
ロ
は

M
U

円
台
同
市
印
が
俗
人
に
行
な
う

r
o
g
g間
関
白
の
禁
止
に
限
定
さ
れ
た
。
従
っ
て
陪
黙
開
に

hrmoロ
g
と
回
ゲ
ゲ
舎
が
王
に
「
。
g
g品
目
を
行
な
う

と
と
は
許

L
て
い
る

o
r
．同州

o
c
g
の

n
m
gロ
は
匂
弘
同
H
g
あ
る
い
は

n
E
b白
に
対
し
て
き
え
、
彼
ら
が
町
一
色
白
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
は

彼
ち
俗
人
に
対
し
て
回
日
司
自
由
巳
庶
民
向
ば
－

xb
を
な
す
に
つ
い
て
、

従
っ
て
王
に
対
し
た
そ
れ
を
な
す
に
つ
い
て
は
よ
り
多
く
の
自
由
を
許
し

て
い
る
o
p
J

．
同
様
に

8
2己
白
骨
岡
山
。
ロ
巾
ロ
は
、
王
は
聖
別
さ
れ
て
い
る
が
放
に
、
そ
の
手
は
潔
い
。
従
っ
て
王
に
は

r
o
g自
白
唱
を
な
し

（初、

得
る
、
と
の
解
釈
を
か
く
し
て
い
る
。

如
上
の
〉
ロ
a
g
H
b
m日B
刊

の

宮

E
gロ
仲
間
丹
市
の
解
釈
は
、
部
分
的
保
留
を
伴
な
え
ば
、

十
一
一
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
教
会
人
の
そ
れ
に
投
影
し

得
忍
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
当
時
、

て
い
た
か
否
か
は
、
学
説
上
の
論
争
を
こ
え
て
問
題
と
な
る
。

后
〉
位
。
仏

0
2
3官
官
m
と
の
己
－

v
S
F出
HnZ4巾
c
c
m
r
同
窓
口
同
切
に
、
摂
政
と
し
て
不
在
中
の
国
事
を
た
く
し
た
。
片
山
g
g
R刊
に
は
、

新
司
教
が
、
王
に
対
し
て

1
1実
質
上

1
1
同
E
o－－
S
凹
に
｝
5
5
5由
習
の
効
果
を
含
ま
せ

一
一
九

O
年
に
、

H
V
Z
2
3開
〉
c
m
g芯
が
十
字
軍
出
征
を
目
前
に
し
て
、
母

た
ま
た
ま
司
教
位
叉
は
修
道
院
長
位
が
空
位
と
な
っ
た
場
合
の
処
置
と
し
て
、

g
ロ
C
E
F
目。
E
n
E
の
請
願
に
も
と
ず
く
「
自
由
選
挙
」
（
－

F
n
E

色
白
色
od
の
許
可
と
実
施
と
を
規
定
し
、

つ
い
で

「
・
・
・
・
シ
カ
シ
テ
母
后
ト
大
司
教
ハ
、

吋
内
ぬ
曲
目
ぽ
ヲ
ソ
ノ
手
ニ
保
チ
、

シ
カ
ル
上
デ

ソ
ノ
間
被
選
挙
者
が
聖
別
又
ハ
祝
福
サ
レ
ル
マ
デ
、

反
対
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
見
ぬ
由
民
間
ハ
彼
一
一
返
還
サ
ル
ベ
シ
。
」

と
規
定
し
た
。

こ
の
箇
処
に
向
日
仏
自
ロ
宮
田
に
関
す
る
一
一
言
及
が
な
い
の
は
、
そ
れ
が
す
で
に
自
明
で
あ
っ
た
為
で
あ
ろ
う
か
。

又
は
問
題
が
多
す

ゴ
テ
ィ
ツ
ウ
古
典
様
式
カ
子
ド
ラ
ル
の
成
立
た
そ
の
背
景
（
存
）

」 E，、



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
〉

ーノ、

ぎ
た
が
故
に
、
賢
明
に
も
言
及
を
さ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ζ

の
聞
の
事
情
は
、
同
日
門
互
い
仲
間
切
そ
の
も
の
の
内
容
、
形
式
か
ら
直
接
に
結
論
ず
け
得
な
い
以
上
、

F
富
山
窓
曲
が
生
ぜ
し
め
た
と
考
え
ら
れ
る

法
的
諸
結
果
か
ら
判
断
を
下
さ
ぎ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
ず
同
C
M
肉
店
ロ
自
に
つ
い
て
、
就
中
問
題
と
な
る
の
は
軍
役
奉
仕
で
あ
ろ
う
。

此
処
で
注
目
す
べ
き
は
一
一
九
七
年
八
月
初
に
出
さ
れ
た

E
戸
庄
司
官
〉
ロ
吉
田
お
の
、

同
開
皆
同
お
の

g－urロ－
E
H
H
H

に
対
す
る
従
軍
要
請
で
あ

る。

ζ

の
要
請
は
「
切

E
S
呂田

H
U
m
m
g
g
g
ノ
胃

4ars－
色
合

2
5
及
ビ
全

n目立

E
5」
に
宛
て
ら
れ
て
居
り
、

次
の
如
き
内
容

を
も
っ
。「

新
ニ
シ
テ
且
前
代
未
聞
ノ
事
態
ガ
突
発
セ
ル
ニ
ヨ
ツ
テ
、
若
シ
朕
が

2
込
町
田
ヲ
要
請
シ
タ
ル
タ
メ
シ
ト
テ
ナ
キ
ガ
ゴ
ト
キ
コ
ト
ヲ
汝

ラ
ニ
乞
ウ
モ
、
汝
ラ
ノ
心
ハ
驚
キ
且
動
揺
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
汝
ラ
モ
知
ラ
サ
レ
タ
ラ

γ
モ
、
朕
ガ

8
5
2
E
S仏
同
庁
ェ
、

ソ
ノ
同

身
分
者
（
匂
回

H
g
u
H
E
g）

且
シ
バ
シ

一
ヨ
ル
裁
判
ヲ
行
ナ
ワ
シ
ト
準
備
セ
ル
折
シ
モ
、

ソ
ノ
コ
ト
ェ
ハ
、

多
ク
ノ
列
席
者
ガ
ツ
ラ
ナ
リ
、

パ
使
者
ヲ
〔
モ
ツ
テ
書
面
ヲ
U

ツ
カ
ワ
セ
シ
ニ
モ
カ
カ
ワ
ラ
ズ
、
同
人
ハ
、
朕
ニ
捧
ゲ
タ
ル
出
向
笠
宮
田
ト

Z
B
5
2
5
ノ
誓
イ
ヲ
無
視
シ

テ
、
タ
ダ
ニ
ヒ
ソ
カ
エ
イ
ギ
リ
ス
王
ノ
陰
謀
ニ
加
担
セ
シ
ノ
ミ
ナ
ヲ
ズ
、
更
－
一
叉
朕
ニ
挑
戦
ス
ル
ノ
無
暴
ヲ
ス
ラ
敢
エ
テ
セ
リ
。
・
・
・
・
カ
カ

ル
陰
謀
者
ノ
非
ヲ
抑
圧
セ
ン
ガ
タ
メ
ニ
、

朕
ノ

mNmEg
ト
ヒ
ロ
グ
朕
ノ

F
E
gト
ヲ
、
或
ハ
践
ノ
頭
（
円
昌
三
）
ヲ
、

或
ハ
王
国
ノ
主
冠

ヲ
防
禦
ス
ベ
ク
、
来
ル
聖
母
昇
天
祝
日
前
ノ
主
日
ニ
、
戦
争
（

Z
ロ
ロ
ヨ
）

－
M
m
H。
ロ
回
（
旬
。
円
。
ロ
ロ
叩
〉

ノ
名
ニ
オ
イ
テ
、

ニ
召
喚
シ
召
集
セ
ン
ト

ス
ル
ニ
ツ
キ
、
汝
ラ
ニ
切
ナ
ル
懇
願
、
ト
熱
意
ト
ヲ
モ
ツ
テ
〔
助
ケ
ヲ
U

求
ム
。

且
汝
ラ
ガ
朕
ト
王
国
ト
エ
負
ウ
同
日
仏

g
ニ
ヨ
ツ
テ
、

no回同町田

E
S毎
日
向
ト
ソ
ノ
〔
軍
U

ト
ニ
対
シ
テ
、
朕
ノ
頭
ト
王
国
ノ
宝
冠
ノ
防
禦
ノ
タ
メ
ニ
朕
ト
ト
モ
ニ
戦
ウ
ベ
ク
、

ヒ
ロ
グ
汝
ラ
ノ

m
F
E
g
ヲ

武
装
セ
シ
メ
テ
、
上
記
主
日
ニ
司

2
0
5
ユ
テ
朕
ノ
モ
ト
ニ
ア
ル
ヨ
ウ
ア
ラ
ユ
ル
遅
延
ヲ
ザ
ケ
テ
送
ル
ベ
ク
朕
ハ
要
求
ス
。
文
、

コ
ノ
汝
ラ

ノ

E
M
L
E
S
ノ
賦
課
ガ
、
汝
ラ
エ
ト
リ
テ
、
汝
ヲ
が
従
来
朕
ニ
負
ワ
ザ
リ
シ
ゴ
ト
キ
、

｛お）

ザ
ル
所
エ
ツ
キ
、
ハ
コ
ノ
点
ν
確
信
セ
ラ
レ
タ
シ
。
・
・
・
」

何
ヲ
カ
ノ
慣
習
法
ノ
義
務
ト
ナ
ル
ハ
、
映
ノ
欲
セ



王
国
の
王
冠
の
防
衛
戦
争
と
い
う
名
目
で
飾
ら
れ
て
は
い
る
が
、

事
実
は

n
o
g
z
r
E
B骨
刊
の
王
に
対
す
る

r
o
B自
由
唱
違
反
行
為

｜
｜
法
廷
へ
の
出
廷
義
務
の
不
履
行
ー
ー
に
対
す
る
戦
争
に
、

R
C
M
F
E
S
即
ち
軍
役
奉
仕
を
懇
願
す
る
王
の
こ
の
書
簡
に
つ
い
て
、
我
々
は

次
の
二
点
に
摺
意
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
に
そ
れ
が
｜
l
大
司
教
に
対
し
て
で
は
な
く
1
1
岡山岳

g
の

S
立
Z
Eロ
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
こ

（

M
m
v
 

と
で
あ
り
、
第
二
に
ζ

の
要
求
が
、
先
例
に
も
な
く
、
叉
今
後
も
「
慣
習
法
的
義
務
」
に
は
な
ら
な
い
と
云
う
言
及
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
便
宜

上
第
二
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
軍
役
奉
仕
の
要
求
は
、
決
し
て
こ
れ
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
間
も
な
く
問
題
化
し
て
係
争
に
発
展
し
た
模
様
で
あ

る
。
何
と
な
れ
ば
、

一
二

O
七
年
十
月
に
、
男
己
居
師
大
司
教
と
r
a
k
g
以
下
、
切
2
5
h
w町田切

z
a
o
p
H，
O
5
g
r
Z
2
R
P
H
h
m
W
Cロ
の
司

教
の
名
で
、
次
の
事
実
が
確
認
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
・
・
・
冨
－

MMR吉田町
Z
F
凶
・
仏
2
8
5ゆ
国
－

E
E
o
F
冨
・
内
凶
四
戸
田
m
E
o
及
ピ
ソ
ノ
他

m
m
g目
ノ

n
g
g
E
ハ、

g
M
M
E
F
S
ヲ

代
表
ぎ
て
・
・
’
フ
ラ
ン
ス
王

MMY－
－
ぽ
吉
田
ト

m
a
B曲
ノ

B
1
2
E
B
ノ
間
デ
争
ワ
レ
タ
ル
諸
係
争
－
一
ツ
キ
、
下
記
ノ
通
リ
記
載
シ
タ
。

上
記

n
g
g
E
ハ
、
全

g

－E
C
B
－
一
代
ツ
テ
王
ニ
次
ノ
コ
ト
ヲ
承
認
シ
タ
。
フ
ラ
ン
ス
王
国
ユ
オ
イ
テ
、

キ
リ
ス
ト
教
圏
ヲ
通
ジ
テ
、

王
冠
ト
王
国
ノ
防
禦
ノ
タ
メ
ニ
ナ
サ
レ
ル
ヲ
常
ト
ス
ル
、
〔
軍
事
U

召
集
（
回
忌
B
S
E
O〉
ガ
ア
リ
タ
ル
際
ニ
ハ
、
他
ノ
フ
ラ
ン
ス
ノ

E
－V
－E
－回

ノ
如
ク
ニ
ナ
ス
義
務
ヲ
有
シ
、
且
コ
レ
ヲ
果
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
。

王
ハ
当
該
〔
g
ロ
O白
山
口
む
ガ
ス
ベ
テ
ノ

8
2
E
E
H
M
カ
ラ
永
遠
一
一
解
放

サ
レ
テ
ア
ル
ヲ
承
認
シ
タ
。
且
上
記
王
モ
、

8
1
P
L
E
U
ヲ
代
表
ス
ル
上
記
門
出
口
S
E
モ、

当
該
係
争
ヲ
機
ト
シ
テ
従
来
作
製
サ
レ
タ
ル

モ
ノ
ハ
、
書
面
デ
ア
レ
、
他
ノ
モ
ノ
デ
ア
レ
、
何
モ
ノ
タ
リ
ト
モ
、
双
方
ニ
対
シ
コ
ノ
〔
協
定
u
－
一
反
シ
テ
、
何
ラ
効
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
コ
ト

ヲ
同
意
シ
タ
。
・
・
・
・
」

（お
v

か
く
し
て
事
態
は
二
二
四
年
七
月
二
十
七
日
の
切
O
Z
4
5
2
に
到
る
の
で
あ
る
が
、
何
故
に

HNmF自
由
の
み
な
ら
ず
、
全
自
立
Z
E
B
が

王
に
対
し
て
軍
役
奉
仕
を
義
務
、
ず
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
の
き
宏
5
2
は
そ
の
根
拠
を

S
1
z
z
g
が
そ
の
認
可
5
R
g
F
2は
で
あ

る

《

F
5
8
2
2立
E
｝
包
括
》

に
求
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
こ
れ
と
《
骨
∞

o
z－
ma－
。
自
向
。
。
門
庄
内
タ

g
同翼民
n
E
5
r
∞0
2
－nm

ゴ
テ
ィ
ジ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

ノ、



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
〈
森
）

六
回

骨
－
6
2》
と
の
相
関
関
係
を
充
分
に
説
明
し
得
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

同ν
｝回目｝日害問〉己
m
g芯
の
一
一
九
の
年
の
。
E
Cロロロロ
nm
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
・
・
若
シ
何
ラ
カ
ノ
教
会
ノ
官
。
ぴ

S
F
或
ハ

roロ
m
b
n
E
S
ガ
空
イ
タ
ナ
ラ
パ
、

ト
大
司
教
（
の
巳
ロ
曲
目
立

ノ、、

能
ウ
限
り
ヨ
リ
良
ク
ヨ
リ
誠
実
ニ
、

・
誠
実
ニ
シ
テ
学
識
ア
ル
人
物
ニ
授
ケ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
。
．

ソ
ノ

都
度
... 
巾
(/0, 
出

国

我
ガ
子

来
タ
リ

J竪
v は1

こ
の
条
項
は
、
独
立
し
て
取
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

前
註
的
所
掲
の
、

。
丘
O
B
R
m
中
に
見
ら
れ
る
、

そ
の
場
合
に
、
教
会
自
体
は
厳
禁
し
て
い
る
《
F
B
3
2
g日uE乙
回
目
見
》
の

同

司
教
、

修
道
院
長
の

同

om曲
目
白
の
規
定
と
共
に
考
察
さ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

構
成
要
素
と
ち
考
え
ら
れ
る
胃
各
自
合
や

v
g
S円
2
5
の
俗
人
の
手
に
よ
る
授
受
、
ー
！
こ
れ
は
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
裏
ず
け
ら
れ
て

い
ろ
職
（

r
o
gる
そ
の
も
の
の
授
受
に
な
る

1
ー
は
、

。同信一円同
0
8
2
が
前
提
に
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
《

B
S
B
V
に
つ

い
て
常
時
王
の
手
か
ら
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、

司
教
の
空
位
期
間
中
、

門
町
三
件
仏
ぬ
円
mm色
白
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
る
と
解
釈
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
意
味
で
の
ゲ
舎
一
丘
一
n
g
R
n－P
U
2
2
c
g
の
司
教
空
位
中
に
お
け
る
授
与
権
は
、
カ
ベ
l
家
に
と
っ
て
、
円
。
巳
出
回
以

（仰｝

以
後
は
じ
め
て
争
わ
れ
得
な
い
権
利
と
な
っ
た
。

従
っ
て
我
々
は
こ
乙
で
別
の
解
釈
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

HN巾
一
自
由
の

g
－zzg
の
軍
役
奉
仕
の
当
否
が
争
わ
れ
て
い
た
一
一
九

一
二

O
一
年
十
二
月
に
、
冨
岡
山
口
唱
。
〉
ロ
吉
田
門
町
は
突
然

HNag∞
の
円
山
田
O
回
目
門
戸
と
そ
の

Z
B宮
市
師
、
ζ

円
B
と

を
「
朕
ノ

Z
B
E
g
ト
同
様
一
こ
胃
OHO口
氏
。
の
下
に
お
い
抗
日
乙
の
日
付
は
、
大
司
教
の
ロ
ロ
－

2
自
由
の
死
（
4
・
丘
・
白
4
8
8、日
N
O
M
・4

七
年
と
一
二

Q
七
年
の
問
、

の
日
付
に
先
立
つ
こ
と
約
半
年
で
あ
る
か
ら
、

特
に
こ
の
時
期
に
王
の
保
護
を
必
要
と
す
る
事
態
が
河
内
川
町
包
加
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

ぃ
。
唯
一
の
可
能
性
は
、

一
一
九
七
年
に
は
｜
｜
恐
ら
く
は
大
司
教
の
巳

F
g回
目
の
黙
認
知
慨
に
、

先
例
と
し
な
い
条
件
で
課
し
た
寅
役
奉
仕

を
慣
習
化
す
る
根
拠
を
与
え
る
た
め
に
、
大
弓
教
の
死
に
先
立
っ
て
と
ら
れ
た
措
置
で
は
な
か
っ
た
か
と
云
う
乙
と
で
あ
る
Q

ζ

の
前
提
の
下

に
以
下
の
推
定
が
可
能
と
な
る
。

一
一
九
七
年
前
後
に
大
司
教
・
司
教
の

F
E母
国
は
、

z
g
g田
常
的
効
果
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に



い
た
っ
た
が
、
王
に
と
っ
て
は
か
つ
て
は
摂
政
で
あ
り
叔
父
で
も
あ
る
の
巳

E
S回
巾
の
手
を
血
で
け
が
す
こ
と
を
お
そ
れ
、

そ
れ
を
熱
願
の

形
で
門
目
立
E
E
B
に
転
嫁
し
た
。

一
方
の
巳
］
｝
回
目
丹
市
の
門
町
立
E
F
B
尚
武
の
中
一
眼
の
一
つ
ほ
、
門
田
き
白
山
内

F

相
方
一
問
及
び
彼
p
h
d
L
C

大
司
教
の

問
を
｝
6
g自
由
唱
で
結
び
つ
け
る
点
に
あ
つ
だ
か
ら
（
第
三
章
）
、

こ
の
限
、
り
で
は

B
1
E
F
B
は
主
の

4
2
g
2
2
に
あ
た
る
。

従
っ
て

。
巳
－
F
E
U
O
の
死
を
問
に
は
さ
ん
で
、

一
二

O
一
年
に
は
微
弱
な
が
ら
こ
れ
を
王
に
貰
接
結
び
つ
け
る
方
熊
易
講
じ
、
然
る
上
で
、

二．
0
七

年
に
、
本
来
大
司
教
が
負
う
べ
き
封
建
的
軍
役
奉
仕
を
、
最
終
的
に

E
1
E
E
B
の
義
務
と
し
て
慣
習
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
自
民
間

5
の
一
と
し
て
を

5
（
宮
町
骨
住
民
を
検
討
し
よ
う
。
我
々
は
幸
い
に
し
て
二
三
三
年
と
一
二
二
六
年
の

2
3
5

円
凶

g
n
o
g宮
g
の
収
入
リ
ス
ト
の
断
片
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
何
れ
も
が

m－2
5討
を
金
額
で
記
載
し
て
い
る
。

一
二
二
三
年
、
即
ち
戸

2
2

〈
口
同
戴
冠
の
年
に
は
、

「
戴
冠
ノ
前
夜
ト
当
日
、
河
内
町
B
∞
ニ
テ
、

品

coo
－－
r
・」

（判｝

と
の
記
載
が
あ
り
、
そ
の
翌
日
の

ω。
5
0
5
で
の
包
∞

zs
－No
－－
r・
と
比
較
す
る
場
合
に
、
列
企
自
由
の
住
由
吉
田
が
｜
｜
明
ら
か
に
戴

冠
式
特
権
獲
得
の
努
力
と
併
行
し
て

l
l戴
冠
式
前
後
の
王
の
滞
在
に
集
中
し
、
定
額
化
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
じ
な
が
ら

と
の
金
額
は
、
当
時
の
大
司
教
の
巳

F
E
M
o
r
F日

EF－
－
巾
に
と
っ
て
は
、
界
易
に
安
出
し
得
る
‘
も
の
で
な
か
っ
た
こ
去
を
、
載
白
州
式
情
後
に

円
。
己
目
印
〈
ロ
回
、
が
剛
山
色
自
由
の

g
B
E
E
R
の

m
n
r
o
iロ
白
及
び
市
民
に
宛
て
た
書
簡
が
示
し
て
い
る
。

「
・
・
・
愛
ス
ル
朕
ノ
岳
山
m
z
m
タ
ル

m
s
g
大
司
教
の
巳
－
－
2
5
0
ハ
、
朕
ノ
戴
冠
ニ
オ
イ
テ
、
大
イ
ナ
ル

R
軍
大
ナ
ル
費
エ
ヲ
ナ
シ
、

〔
ソ
ノ
額
ハ
〕
汝
ラ
ャ
、
彼
〔
大
司
教
U

ノ
土
地
ノ
他
ノ
モ
ノ
ノ
助
力
ガ
ナ
ケ
レ
パ
、

支
払
イ
ニ
事
カ
ク
〔
程
ノ
〕
モ
ノ
デ
ア
ル
。
朕
ハ
汝

－フニ、

コ
レ
ラ
ノ
金
銭
ヲ
支
払
ウ
ニ
際
シ
テ
、
彼
－
一
助
力
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
求
メ
ル
。〈何｝

ソ
レ
ヲ
ナ
ス
ヨ
ウ
ニ
奨
メ
ネ
パ
ナ
ラ
ヌ
程
ノ
モ
ノ
デ
ア
ル
。
・
・
目
」

コ
ノ
コ
ト
ハ
、
単
ニ
大
司
教
自
身
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
映
向
カ

ラ
モ
汝
ラ
ニ
、

一
二
二
六
匁
分
の
断
片
は
、
同
年
十
一
月
の
日
・

H
2
2
の
戴

R
式
に
際
し
て
、
主
の
滞
在
の
慣
接
続
的
引
が
、
計
U
C
E
－
－
ゲ
・
－
品
目
・
か
か

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
肯
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
〉

占ハ

E



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
重
京
（
ぎ

っ
た
こ
と
を
示
九
日
同
時
に
乙
の
年
の
「
パ
リ
デ
ノ
収
入
」
（

H
N
3
3
3号
宮
閉
山
田
）
は
、
費
目
を
記
さ
ず
に
、
「

2
2大
司
教
カ
ラ

5
0
0

〔
牌
引
｝

5
・
ー
レ
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
応
定
額
化
し
て
い
た
金
額
4
0
o
o

－－
σ・
と
の
差
額
を
、

六
六

一
時
王
が
立
替
え
て
、
直
ち
に
そ
の
返
済
を
受

け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

同
年
の
同
一
欄
に
「

n
E
2
3
司
教
ノ
何
日
間
E
S
ト
シ
テ
＝
o
良
川
〕
の
記
載
が
あ
り
、
（
u
r
R
5∞
司
教
も
主
に

muZH討
を
負
っ
て
い

た
乙
と
、
叉
そ
の
額
は
、
前
掲

ω
0
5
0
5
の
場
合
と
比
較
し
て
、

ほ
ぽ
当
時
の
相
場
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

〉
g
－
由
自
に

つ
い
て
は
、

一
一
八
五
年
に
、

司

7
5
8
m
【『

K
F
Z
R
P
8
B
g
円山町

E
S仏
同
ぬ
か
ら
王
が

8
5広
門
可
〉
白
川
巾
ロ
∞
を
一
引
つ
い
だ
際
に
、

ぞ
れ
が

〉
日
目
。
ロ
回
教
会
の

F
E－c
g
で
は
あ
る
が
、
「
・
・
・
・
当
該
教
会
ハ
ソ
ノ
同

2
仏
ロ
自
ヲ
、

ro宮
町
三

gHM
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ナ
ク
朕
ガ
保
有
ス
ル
コ
ト

ヲ
」
許
し
た
。
何
と
な
れ
ば
、
王
は
王
で
あ
る
限
り
づ
・
何
者
ニ
モ

Y
O
B
F
E
C
S

ヲ
ナ
ス
ベ
キ
デ
モ
ナ
夕
、
叉
ナ
シ
得
ヌ
カ
ラ
デ
ア
ル
。
」

そ
の
代
償
と
し
て
王
は
、
「
・
・
・
・
上
記
教
会
ト
司
教
ヲ
、
全
テ
朕
ノ
胃
0
2
g
H
Z
ト
回
目
2
W
B
カ
ラ
解
除
ス
ル

ヨ
ウ
ユ
会
叩
ズ
ル
。
」
乙
の

条
件
は
「
朕
ト
朕
ノ
子
孫
が
フ
ラ
ン
ス
王
」
で
あ
る
限
り
有
効
な
の
で
あ
る
が
、
ζ

の

胃
o
n民
間
巴
O

と
お
2
芯
日
と
は
「
旧
ク
他
ノ
〉
百
一

mg
司

教
タ
チ
ガ
慣
行
シ
来
ツ
タ
ト
コ
こ
で
、
正
し
く
骨
O
F

二
m
m苦
と
解
さ
れ
匂
ov

即
ち
〉
ヨ
吉
田
可
一
教
は
、
主
の
骨
c
p
L

：hm己
目
の
下

に
あ
る
と
同
時
に
、

g
g砕
か
同
〉
B
－
g田
に
つ
い
て
は
王
の

E
R
E－
ロ
で
あ
る
。

而
し
て
王
か
ら

r
o
g自
由
唱
を
受
け
な
い
代
償
と
し
て
、

乙
の
司
教
は
今
O
山
骨
骨
∞
同
席
巻
免
除
さ
れ
た
。
第
一
章
で
指
摘
し
た
〉
白
山
自
由
の
カ
テ
ド
ラ
ル
に
見
ら
れ
る
、
他
の
二
カ
テ
ド
ラ
ル
と
の
徴

妙
な
相
異
は
、
或
は
こ
う
し
た
封
建
的
関
係
に
お
け
る
差
異
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

8
5
Eロ
自
に
つ
い
て
は
、
宜
し
く
裁
判
権
が
問
題
と
な
る
。

一
二
三
五
年
に

T
r
i
g
と
市
民
が
騒
乱
を
お
乙

刃
包
自
由
に
お
い
て
は
、

し
、
そ
れ
が
端
緒
と
な
っ
て
裁
判
権
の
相
互
的
主
張
が
明
ら
か
に
な
る
。

も
責
任
を
問
わ
ん
と
し
た
の
に
対
し
、
王
は
報
復
措
置
と
し
て
、
何
冊
目
自
由
の

gロ
ozgm
叶｝
5
5
8
骨
回
丘
一
。
吉
何
回
円
。
を
追
放
し
、
あ
わ
せ
て

国H
n
E
門出国円。ロ

5
が
彼
等
市
民
た
ち
を
破
門
に
処
し
、

つ
い
で
王
に

ω
0
5。
日
の

ω巴
ロ
芯
冨
阻
止
m

修
道
院
の
新
修
道
院
長
に
H
m
m
山
由
］
回
目
の
提
唱
民
を
栢
否
し
、

ω。
5
0
5
司
教
に
は
、
H
m
m
山
田
｝
佐
沼
還
以
前
げ
と
新
修



道
院
長
に
祝
福
を
与
え
え
る
こ
と
ぞ
禁
じ
た
。

の
み
な
ら
ず
、
新
修
道
院
長
を
官
口
市
会

2
ロ
牛
田
と
し
て
教
会
に
受
入
れ
る
ζ

と
を
門
目
立

E
E
B

に松一小じ、

ゲ
白
山
口
を
し
て
、
当
該
修
道
院
の
患
遺
物
を
持
ち
さ
ら
し
め
た
。

〔
彼
ラ
教
会
人
ヲ
〕
被
破
門
者
タ
チ

王
は
「
更
ニ
俗
権
法
廷
デ

（mmp自
由
の
少

hrO45
と
市
民
）
ト
係
争
セ
シ
メ
シ
ト
シ
、
更
ニ
俗
権
法
廷
ニ
オ
ケ
ル
決
闘
テ
、

r
o
S山口
g
骨

8
4
2刊
デ
ア
ル
コ
ト
ヲ
証
明
L

せ
し
め
ん
と
し
た
。
同
年
七
月
二
十
三
日
、

教
会
人
ヲ
シ
テ
、

〔
彼
ラ
市
民
ガ
〕
ソ
ノ

ω向山口同
1
ρ
gロ
昨
日
ロ
で
開
か
れ
た
句
H
C
〈山口

2
門目白

河内一
5
白
の
公
会
議
は
、
主
に
対
し
て
如
上
の

n
長
肝
心
ロ
訟
を
か
か
げ
、
此
処
か
ら
以
後
数
年
に
わ
た
る
、
複
雑
な
裁
判
権
上
の
紛
争
が
展
開
さ

《引当

れ
る
に
い
た
る
。

ω包
E
l
ρ
c
g片
山
口
の
公
会
議
は
上
述
の

Q
E
G
c
g
に
関
し
て
次
の
決
定
を
行
っ
た
。

使
徒
ノ
権
威
ニ
ヨ
ツ
テ
刃
包
旨
由
市
民
ニ
下
シ
タ
〔
破
門
〕
宣
告
ニ
ツ
キ
、

「
即
チ
王
ハ

刃
包
目
的
教
会
ノ
件
ニ
ツ
キ
、

H
N
a
g田
〔
大
司

教
〕
ヲ
信
ゼ
ネ
パ
ナ
ラ
ズ
、
文
玉
ハ
、

ソ
ノ
タ
メ
ニ
彼
ラ
〔
市
民
U

ガ
破
門
ヲ
宣
告
サ
レ
タ
事
柄
ニ
ツ
キ
、
何
日
フ
ノ

E
o
c
E昨
日
。
ヲ
モ
ナ
ス

ベ
キ
デ
ハ
ナ
イ
。

更

河
内
山
自
由
〔
大
司
教
〕
ガ
、
市
民
タ
チ
ガ
ソ
ノ
タ
メ
ニ
破
門
サ
レ
タ
ル
非
行
ヲ
償
ナ
ウ
際
一
一
、

王
ニ
援
助
ヲ
提
供
ス
ベ
ク
要
求
シ
タ

如
ク
一
一
、

王
ハ
彼
〈
大
司
教
）

ニ
援
助
を
提
供
ス
ル
義
務
ガ
ア
リ
、
且
ソ
レ
ニ
ツ
キ
何
ラ
ノ
宮
古
2
E
o
ヲ
モ
ナ
ス
ベ
キ
デ
ハ
ナ
イ
・
・
。

更
エ

HNm吉
田
大
司
教
ハ
、

彼
ノ
一
身
一
一
関
ス
ル
殺
人
叉
ハ
他
の
犯
罪
ノ
タ
メ
ニ
〔
王
ノ
U

す出
H
E
R
－－ヤ
F
E
g
一
ヨ
ル
王
ノ
法
廷

ニ
オ
イ
テ
、

m
a呂
田
市
民
一
一
答
エ
ル
義
務
ハ
ナ
ィ
。
シ
カ
シ
テ
、
出
廷
拒
否
（
骨
町
内
2
E
C
デ
ナ
イ
限
リ
ハ
、
他
ニ
ツ
イ
テ
モ
〔
同
様
デ
ア

ル
。
又
ハ
定
メ
ラ
レ
タ
〕
日
ニ
、
玉
ノ
前
一
一
、
特
ニ
破
門
サ
レ
タ
モ
ノ
ド
モ
ト
ト
モ
ニ
集
マ
ラ
ナ
カ
ツ
タ
ト
シ
テ
モ
、

ハ
ナ
ィ
。
」

ソ
レ
ハ
出
廷
拒
否
デ

Amき

こ
れ
ら
の
決
定
を
大
司
教
自
身
及
び

gHv
－zzsの
使
者
が
王
に
直
接
歎
願
す
べ
き
こ
と
を
決
定
し
、

（臼）

事
実
同
月
二
十
九
日
付
で
王
へ
の
歎
願
書
が
作
製
さ
れ
た
。
こ
の
段
階
に
お
け
る
双
方
の
根
本
的
な
主
張
は
、
教
会
側
は
破
門
宣
告
の
正
当
性

乙
れ
ら
と
共
に
、
こ
の
公
会
議
は
、

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

ノ、
七



コ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
萱
京
（
森
）

六
八

－

1
1
管
轄
上
も
又
量
刑
上
も
｜
｜
と
、
王
は
｜
｜
戴
冠
の
際
の
宣
誓
か
ら
し
で
も
｜
｜
こ
の
執
行
を
無
条
件
に
認
め
且
助
け
る
べ
き
だ
と
云
う

に
あ
り
、
王
側
は
、

こ
の
問
題
の
裁
判
権
は
主
に
あ
り
、
大
司
教
側
は
こ
れ
を
無
視
し
且
拒
否
し
た
と
云
う
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
歎
願
に
始

ま
っ
た
教
会
側
の
態
度
は
、
八
月
五
日

no目
立
北
口
刊
の
公
会
議
で
急
変
し
た
。
即
ち

「全

8
ロ
門
医
日
出
ハ
、
何
冊
目

Hg
教
会
ト
大
司
教
ノ
件
、
及
ピ
岡
山
市
吉
田
ノ
ロ
田
口

g
w
g
同，

ro吉
田
宏
切
冊
目
一
。
冨
吉
田
O

ノ
追
放
ト
ニ
ツ
イ

テ
、
王
ガ
、
大
司
教
ト
属
司
教
タ
チ
ニ
ヨ
ツ
テ
喚
問
サ
ル
ベ
シ
ト
ノ
意
見
ノ
一
致
ヲ
見
タ
・
．

3

し
か
も
王
が
喚
問
に
応
じ
な
い
場
合
の
懲
罰
の
適
用
を
も
予
告
し
て
い
る
の
で
あ
る

E
3
5
3
8骨
g
n
S
E
E
m
s～
叩
乙
の

（
同
州
J

召
喚
は
九
月
八
日
ま
で
に
二
度
繰
返
さ
れ
、
同
月
十
五
日
教
皇
の
B
m
o江
口
由
民
一
が
、
H
N巾

gm
の
属
司
教
た
ち
に
、
大
司
教
を
あ
く
ま
で
助
け

る
よ
う
に
と
の
要
請
を
蚕
送
っ
た
時
に
は
、
問
題
の
所
在
は
更
に
局
限
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
「
大
司
教
ハ

剛山

aHH岡田ノ
n
F
i
g明
ノ
定
B
H
U
O
吋同町田

ノ
主
デ
ア
リ
、
吟

r
i
g
ヤ
市
民
ハ
大
司
教
ノ

F
E
g
デ
ア
リ
、

特
別
ナ
息
子
タ
チ
一
ア
ア
ル
ベ
キ
ニ
モ
カ
カ
ワ
ヲ
ズ
、
」
母
な
る
教
会
へ
の

暴
行
に
対
し
て
「
破
門
ノ
宣
告
ヲ
発
シ
、
」
し
か
も
そ
れ
が
阻
止
さ
れ
る
と
と
は
、
「
ガ
リ
ア
ノ
、
且
ヒ
ロ
ク
一
般
ノ
教
会
ノ
自
由
ニ
対
ス
ル
」

挑
戦
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

ζ

れ
に
対
し
て
遂
に
同
じ
く
九
月
に
、
向
日
宮
内
同
町
切
O
C
話
。
宮
内
以
下
四
十
一
人
以
上
に
お
よ
ぶ
フ
ラ
ン
ス
王

国
の

F
5
5
と
円

7
2白－
w
h｝が

P
Eーロ
g
u
に
集
ま
っ
て
、
同
州
由
吉
田
の
件
に
つ
い
て
｜
｜
併
行
し
て
起
っ
て
い
た

H
U
E
S
U
の
同
様

の
事
件
に
つ
い
て
も
、
｜
｜
聖
職
者
た
ち
に
対
す
る
告
訴
状
ぞ
作
製
し
て
教
皇
に
宛
て
た
。
彼
ら
の
主
張
は
次
の
如
く
で
み
の
る
。

「
・
・
・
・
刃
包
包
∞
ノ
大
司
教
モ
切

g己
4
田
町
田
ノ
可
教
モ
、
彼
（
王
）
ノ

ro同同岡山ロ
g
口
町
立
ご
ア
ア
リ
、
且
同
党
笠
四
回
デ
ア
リ
、
彼
カ
ラ
｝
5
5由
m
E
g

ニ
ヨ
ツ
テ
、

ソ
ノ

Z
S
H
M
O
B－
－
出
ヲ
宮
門
戸
仲
間
団
（
H
宮
正
司
）
及
ビ

σ向
。
邑
田
ト
シ
テ
保
有
シ
テ
イ
ル
。

彼
ラ
ハ
ソ
ノ
中
デ
、

タ
タ
ニ
ソ
ノ

（
王
ノ
）
法
廷
デ
円

m
B
3
z－
z
－
一
ツ
キ
答
ユ
ル
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ノ
ミ
ヵ
、

ヲ
モ
〔
欲
セ
ザ
ル
U

、
不
敵
サ
ヲ
敢
エ
テ
シ
タ

0

・・・」

更
ニ
ソ
ノ
法
廷
デ
法
ヲ
行
ナ
イ
或
イ
ハ
更
一
一
〔
法
ヲ
U

守
ル
コ
ト

ζ

う
し
て
、

一
二
一
二
五
年
九
月
中
に
、
当
事
者
双
方
の
主
張
は
、
ま
っ
た
〈
原
理
的
な
そ
れ
に
畏
売
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
十
一
月
十



四
日
に

ω
g
r
で
聞
か
れ
た
胃
2
E
B
r
H
N
S
H
M聞
の
公
会
議
は
、

「H
M

円。〈』ロ円四九四

ニ

E
R
E－n
E
B
ヲ
宣
シ
、
」
叉
「
コ
ノ
懲
罰
－
一
従
ワ
ザ
ル
全
司
教
ニ
破
門
ヲ
宣
告
」
し
た
。
こ
れ

王
が
数
度
の
召
喚
に
応
じ
な
か
っ
た
故
を
も
っ
て
、

m
o－g
町
内
エ
ア
ル
王
ノ
全
仏
O
B
E
2
5

と
併
行
し
て
教
会
側
は

g
G
C伯
仲
町
田
を
開
始
し
、
係
争
ぼ
翌
一
ニ
コ
－
六
年
に
い
た
っ
て
新
局
面
を
示
す
に
い
た
る
。

二
三
エ
ハ
年
一
月
十
三
日
に
教
皇
は
、

MNag∞
の

EHV－E
－
ロ
自
に
、
河
内
一
自
由
の

AmnZ4－E
を
ロ

l
マ
の
法
廷
に
喚
問
し
た
結
果
を
報

じ
た
。

こ
の
法
廷
で
は
、

ロ回目
V－E
－
己
ヨ
側
も
の

nr巾
4山
口
国
側
も
そ
れ
ぞ
れ
胃
2
5巳
2
0守
立
て
て
争
っ
た
が
、

先
ず

2
1
Z
E
B
側
の

℃

5
0ロ
E
S円
は
「
名
門
戸
戸
市
］
5
5〕

P
H
n
E
G－田口。】呂田

〈

H
のロ山口問
C
5
0
仏
O
ハU
V
曲目沼田－
mロ白）

一
ヨ
ツ
テ
ナ
サ
レ
タ
コ
ト
が
、

無
効
ト
サ
レ
ル

ヵ
、
叉
ハ
無
効
ト
宣
告
サ
レ
ル
コ
ト
ヲ
請
ウ
タ
。
」
即
ら

「
ソ
レ
ガ
何
デ
ア
ロ
ウ
ト
モ
、

又
何
カ
ラ
免
除
サ
レ
テ
イ
ヨ
ウ
ト
モ
、

如
何
ナ
ル
名
デ
呼
パ
レ
テ
イ
ヨ
ウ
ト
モ
、

大
司
教
ノ
巳

JHg

ゲ
g
g－g
カ
ラ

A
W
Z
4吉
田
ヲ
選
ビ
文
ハ
任
命
ス
ル
コ
ト
ニ
ツ
キ
、
叉
彼
ラ
ニ
、

大
司
教
ノ
ゲ

8
5
5
ト
俗
権
裁
治
権
ノ
下
ニ
存
ス
ル
市

民
タ
チ
ヲ
裁
ク
ベ
キ
権
限
ヲ
賦
与
セ
ル
コ
ト
ニ
ツ
イ
テ
、
－
a

－」

且
g

M

M

－E
E
S
ノ
同
意
ナ
シ
ニ
」
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

騒
乱
の
際
の
損
害
賠
償
三
千
マ
ル
ク
を
要
求
し
て
論
告
を
結
知
此
処
で
注
目
す
べ
き
は
、

こ
れ
ら
は
「
法
ノ
形
式
ニ
反
ッ
、

事
（
に

2
1
Z
E
B
側
は

。巳－－
EjHHM白
色
白
（
urau宮
m口
四
が
、

mnr巾
4－ロ∞

に
裁
判
権
を
与
え
た
こ
と
は
非
難
さ
れ
て
は
い
る
が
、
彼
の
己
主
主
自
由
が
一
一
八
二
年
の

2
5
5
5
m
特
許
状
で
同
時
に
導
入
し
た
宮
ロ
ロ
ロ
自

と
云
う
概
念
は
、
此
処
で
は
大
司
教
の
併
権
裁
治
権
の
裏
ず
け
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
ゲ
ロ
ロ
ロ
ロ
ヨ
は
、
大
司
教
の

a
F
E白

が
、
恐
ら
く
は
カ
ロ
リ
ン
ガ
朝
の

B

2

5

2

か
ら
採
用
い
噌
王
と

8
5
2
5
と
の

1
5；
！
関
係
か
ら
、
大
司
教
と
市

民
と
の
聞
に
、
事
実
上
存
在
す
る
支
配
関
係
を
区
別
す
る
た
め
に
使
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

刃
包
自
由
市
民
の
官

O
R回
件
。
円
は
反
論
す
る
。

「．，

h
w
r
n
i
g（

出

g
E
E）
ガ
ソ
レ
ニ
ヨ
ツ
テ
民
事
刑
事
ノ
諸
件
ヲ
裁
グ

HNOFHg
ノ

A
r
r
i
g
m
o（

m
g
E
E
E∞
〉
ハ
、
王
ノ

F
E
C
Hロ

、
コ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
宣
京
（
森
）

六
九



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
〉

七
0 

ノ
一
部
デ
ア
ル
。
何
ト
ナ
レ
バ
、

H
N
注
目
印
ノ

n
x
x
g
ニ
附
随
ス
ル
モ
ノ
ニ
属
シ
、

ソ
レ
（
円
玄
仲
間
間
）
ヲ

magm
ノ
大
司
教
ハ
諸

ソ
レ
ハ

王
カ
ラ
岡
市
口
弘
己
B
ト
シ
テ
得
テ
イ
ル
ガ
故
－
一
、
向
上
ノ
古
田
（

H
5
5
H
R由
主
口
三

5
）

ハ
同
町
記
仏
国
民
回
、
テ
ア
ル
。

ソ
コ
カ
ラ
更
ニ
、
同
上
〔
市

ソ
レ
ニ
ツ
イ
テ
争
ワ
レ
テ
イ
ル
古
田
モ
田
町

2
一
回
江
田
デ
ア
ル
カ
ラ
、
彼
ラ
〔
市
民
〕
ハ
、
教
会
裁
判
官
三
ア
ハ
ナ
グ
、

〈

a
v

原
告
ハ
被
告
ノ
法
廷
〔
籍
〕
ニ
規
則
的
－
一
帰
属
セ
シ
メ
ラ
レ
ル
〔
ト
云
ウ
原
則
）
ニ
ヨ
ツ
テ
、
俗
権
〔
裁
判
官
〕
ニ
引
ワ
タ
サ
ル
ベ
キ
デ
ア

民
〕
ハ
俗
人
デ
ア
リ
、

ル
。
彼
一
ブ
ガ
服
従
ス
ル
大
司
教
個
人
ガ
教
会
人
デ
ア
ル
コ
ト
ハ
、
安
障
ト
ハ
ナ
リ
得
ナ
イ
デ
ア
口
ウ
。
何
ト
ナ
レ
パ
カ
カ
ル

P
E己
旨
ヲ
大

司
教
ハ
聖
職
者
ト
シ
テ
デ
ハ
ナ
ク
、
怪
人
ト
シ
テ
得
タ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
。
・
」

一
応
三
月
二
十
七
日
に
、
市
民
側
が
大
司
教
側
に
、
損
害
賠
償
と
し
て

S
M
o
g
－日ゲ・日
u
R
F
支
払
う
と
云
う
条
件
で
片
が

乙
の
係
争
は
、

つ
い
た
。
し
か
し
そ
の
件
に
つ
い
て
は
、

調
達
に
つ
い
て
も
指
示
し
て
い
る
高

rよ
っ
て
も
棄
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
原
則
論
を
離
れ
て
、
賠
償
と
云
う
方
法
で
事
件
を
終
ら
せ
る
意
図

（
白
山
》

は
王
の
も
の
で
あ
っ
た
（
骨

5
8骨
宮
内
庁

gz－
zmぽ
）
。
こ
れ
は
同
時
に
係
争
中
の
市
民
や

Z
5
5
の
発
言
が
王
の
意
志
を
体
し
て
行
な

一
月
中
に

F
O
口
町
田
同
凶
が
、
損
害
額
見
積
に
つ
い
て

g－
巨
へ

5
0
a岳山
O

を
指
示
し
、

叉
金
銭

わ
れ
た
こ
と
、
又
法
廷
論
争
に
よ
っ
て
、
こ
の
先
こ
れ
ら
の
発
言
を
傷
つ
け
ま
い
と
す
る
王
の
政
策
を
暗
示
し
て
い
る
。

ζ

の
係
争
事
件
の
余
震
は
、
ほ
と
ん
ど
十
三
世
紀
前
半
期
を
通
じ
で
感
じ
ら
れ
る
が
、
本
稿
に
必
要
な
結
論
は
す
で
に
以
上
か
ら
充
分
に
く

み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち

8
5－
E
B
に
つ
い
て
、
裁
判
権
上
主
の
側
は
明
ら
か
に
大
司
教
の
丹
市
自

3
5－3
（
H
円
諸
島
田
）
の
そ
れ
を

も
っ
て
王
に
帰
属
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

B
m田
口
聞
が

P
ロ
門
古
包
だ
か
ら
で
あ
り
、

一
人
の

4
回
日
間
口
｝
と
し
て
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
大
司
教
が

F
E－H
S
を

も
っ
て
取
得
す
る
こ
と
は
、

聖
職
者
と
し
て
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
の
主
張
に
対
し
て
、

一
応
そ

れ
を
尊
重
し
な
が
ら
、

大
司
教
と
し
て
の

E
ロ
右
足
包
へ
の
発
言
権
を
侠
町
制
す
る
た
め
に
の

C
2
2
B巾
号
♀

E
宮
m
R
が
導
入
し
た
概

念

V
Sロ
c
g
が
対
立
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
は
我
々
の
当
面
す
る
時
期
に
つ
い
て
、
ゅ
な
く
と
も
主
の
側
か
A
す
れ
ば
、

司
教
、

大
司
教
の

F
E
E∞
が
げ
の
包
括
古
B



と
同
一
効
果
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
も
、

乙
の
効
果
の
、
法
的
に
明
確
な
規
定
も
亦
、
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
一
世
紀
初
に
次

第
に
形
成
ζ

れ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
a

」
う
し
た
傾
向
に
直
面
し
て
、

司
教
た
ち
が
こ
う
し
た
観
念
を
無
条
件
に
受
い
れ
得
る
か
存
か

は
、
そ
の
多
く
を
個
々
の
司
教
の
立
場
、
人
格
、
家
系
等
に
負
う
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
的
問
、

教
会
側
か

A
の

1
m
2
2
Z
な
反
論
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、

王
側
は
其
処
に
あ
る
租
の
合
み
を
持
た
せ
て
お
く
。
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
、
例
え
ば
軍
役
奉
仕
や
裁
判
権
問
題
の

よ
う
に
、
多
く
の
場
合
に
の
巳
－

z
c
g
m
r
n
z
g宮
町
山
口
刊
の
影
が
ち
ら
つ
き
、
彼
の
死
と
共
に
、
問
題
が
表
面
化
し
て
、
係
争
に
発
展
し
て

い
る
点
は
注
目
に
価
い
す
る
。

。
ロ
山
口
同
ロ
ヨ
何

r
n
r田
口
岡
田
】
白
ぬ
ロ
巾
は
、
（
リ
｝
戸
田
百
七
昌
一
ロ
巾
伯
家
の
出
で
あ
り
、
円
。
口
町
田
ぐ
口
の
王
担
、

E
M
E
3
m
〉己ぬ

5
芯
の
母
で
あ
る
〉
円
形
－
o

r
n
E
B官
mロ
巾
の
兄
弟
で
あ
る
。
一
一
九

O
年
以
後
宮
正
－

8
0
〉ロ
m
Eお
の
十
字
軍
出
征
期
間
の
前
後
に
は
、
正
し
く
の
名

2
1
n
z
g官
官
伺

連
合
政
権
と
も
呼
ぴ
得
る
期
間
が
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
の
経
歴
は
、

『句｝

列
企
自
由
大
司
教
（
ご
武

l
－N
O
N
）
を
歴
任
し
て
い
る
。
従
っ
て
彼
は

ω
g加
に
お
い
て
は
完
成
し
た
ば
か
り
の
一
一
一
層
構
造
、
ォ
ジ
l
ヴ
六
分
脊
窟

『鈎】

の
カ
テ
ド
ラ
ル
の
主
で
あ
り
、

n
r
R門
同
町
田
で
は
、

ロ
ゲ
ミ
門
同
町
田
司
教
（
＝
内
山
u
l
－－京）、

ω
g回
大
司
教
（
ニ

a
l－－京）、

一
一
五
五
年
完
成
の
正
面
ナ
ル
テ
ッ
ク
ス
（
司

2
E］

F
）
苫
－
）
を
経
験
し
た
（
第
一
章
）

事
に
な
る
d

総
じ
て
彼
の
経
歴
は
、
三
層
構
造
の
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
と
そ
の
軌
跡
を
一
に
す
る
の
で
あ
る
。

此
処
で
我
々
に
は
、
古
典
様
式
を
成
立
さ
せ
た
三
カ
テ
ド
ラ
ル
に
つ
い
て
、
大
司
教
、
司
教
各
倒
人
の
出
自
の
研
究
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
現
段
階
で
は
そ
れ
を
充
分
に
は
果
し
得
ず
、

一
応
の
試
み
に
留
め
た
い
。

（リ目岡田
H
－
R
O印
に
つ
い
て
、

MJE曲目｝
H
p
u
u
訟
－
を
着
工
完
成
せ
し
め
た
の

g
R
S
U『
（
－
二
小
lia
－－
4
3
と
の

E
N－
－
ロ
（
＝
$
－
－
u
u
）

何
れ
も
王
に
近
か
っ
た
。

は

何
れ

も
の
r
R可
g
地
方
の
名
門
骨
口
山
4
巾
曲
家
の
出
身
で
、
叔
父
と
甥
で
あ
り
、

現
カ
テ
ド
ラ
ル
を
着
工
せ
し
め

た
河
内
口
出
口
門
日
仏
内
宮
。
ロ
ぃ
。
ロ
（
ご
∞
N

1

一Nミ
）
は
、

C
E－－ロロ
B
叩
の
姉
妹
の
息
子
で
あ

M
f
従
っ
て
】
v
y－
－
ぽ
宮
〉
己
m
g
H
m
の
従
兄
弟
に
も
あ
た
る
の
更
に

n
Z
2
3
の
月
笠
宮
に
つ
い
て
は
、

円
宮
門
田
弘
何
回
目
円
（
回
出
同

1lrーロロロ）
の
家
柄
で
あ
り
、
母
后

〉
門
宮
内
門
日
向

（U
Y
2
ロ匂由加ロ
m
や

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
力
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

戸七



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
〉

七

。巳－

z
z
g刊
の
父
、
円
O
B
R
号

nrm自旬間関一ロ
P
、H
t序
回
口
弘
｝
巾
の
門
担
ロ
仏
が
、

8
5
8
島
町
回
目
。
2
2
n
Z
H片岡
g
と
し
て
（
吋
E
σ
E仏
口
、
）
、

一
一
四
九
年
に

Rm窓
口
同
を
、
「
王
カ
ラ

p
c
E
B
ト
シ
テ
保
有
シ
テ
イ
ル
」
と
主
張
し
て
要
求
し
た
こ
と
が
あ
る
。
要
す
る
に
こ
の
司
教
座

は
「
王
の
司
教
座
」
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
司
教
の
出
身
と
と
も
に
、

n
z
g官
官
巾
色
が
著
し
く
、

し
か
も
彼
ら
は
終

始
個
人
と
し
て
も
王
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

カ
テ
ド
ラ
ル
着
工
当
時
の
大
司
教
と
σ
R
W
E
（
〉
三

uqw
〉
］
広
H

－o
【
同
？
国
民
ロ
ゲ
巾
円
p

－M
O
吋｜一
ω
一
∞
）
は
、
そ
の
出
自

が
不
明
で
あ
る
。
彼
の
死
亡
告
知
（
Z
。

E
二
O
O
Z
Z）
も
、
そ
の
点
に
は
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
…
官
そ
も
そ
も
彼
が
選
挙
き
れ
た
際
に
、
教

皇

HSongEニ
ロ
は
そ
の
選
挙
の
合
法
性
に
疑
い
を
持
っ
ち
｝
更
に
彼
の
大
司
教
と
し
て
の
最
初
の
仕
事
が
、
恐
ら
く
は
前
述
の
ま
B
m

の

S1zzs
が
王
に
軍
事
奉
仕
の
義
務
を
負
う
事
の
確
認
で
あ
っ
た
こ
と
、
主
自
身
、

HNagm
に
つ
い
て
、

一
二
一
一
年
に
は
、

HNa自
由
の
角
川
口
r
2
5出
等
に

対
し
て
、
「
河
包
自
由
ノ
市
門
ノ
鎚
守
ノ
同
両
氏
自
由
大
司
教
－
一
、
如
何
ナ
ル
反
対
モ
遅
怠
モ
ナ
ク
返
還
ス
ル
」
こ
と
、
「
彼
ノ
ゲ
巴
ロ
ロ
ロ
ヨ
ヲ
・
・
・
・
遵

守
ス
と
こ
と
を
命
じ
て
い
る
上
一
一
以
ザ
か
ら
、
恐
ら
く
は
王
の
手
が
極
め
て
強
く
働
い
た
人
選
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

《
明
川
｝

、阿，
E
ゲ
由
民
円
四
回
〈
の
大
司
教
に
対
す
る

r
c
B
B
aロ
文
書
は
、
両
者
の
ロ
∞

E
∞
白
関
係
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

（

U

－65
－

u
白
百
四
伯

と
宮
丘
町
5
を
つ
い
だ
者
三
各
国

5
3
Z
Fロ
g
m
骨
』
O
広三－－
p
－N
－ゆ
1
i
－M
M
ふ
）
が
、
玉
、
特
に
彼
が
戴
冠
せ
し
め
た
円

2
2
〈

E
に

対
し
て
忠
誠
で
あ
っ
た
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で
、
そ
の
最
期
は
王
に
随
行
し
た
と
ぴ
一

mgぽ
十
字
軍
の
帰
途
で
あ
っ
た
。
山
山
白
骨
』
。
5
4己曲

家
は
、
例
え
ば
の

g
Fミ

r
r広
三
宏
が
、
回
目
nro
が
王
の
同

3
5二
mm
と
な
る
に
際
し
て
、
回
目
島
町
側
の
恥
い
人
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
（
U
E
B官
官
。
伯
家
に
忠
誠
で
あ
る
。

｛

ω｝
 

し
続
け
て
い
た
。

叉
こ
の
家
は
一
一
五
二
年
以
後
、

Q
g
B宮
mMMm
の
m
E白
川
与
と
を
独
占

次
の
出

g
ュng
（
国
内
ロ
円
ケ
一
M
M
令
l
－M
A
O
）
に
つ
い
て
は
、

（い｝阿国
5
宮
関
口
出
伯
叶
E
r
nロ
己
目
〈
と
そ
の
母
回
一
ロ
ロ
nrm
の
彼
に
対
す
る

r
0
5
8目
的
自
文
書
が
、
彼
を
「
我
ラ
ノ
父
系
血
縁
者
」
（
口
。
目

5
2
2
5∞
5
2
m）
と
呼
ん
で
い
た
ら
、
疑
い
も
な
く

2
3
2
E



の
出
身
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
し
て
、
河
内
日
目
的
の
大
司
教
に
つ
い
て
も
、
ほ
ほ

nrmH片
岡
巾
凹
の
司
教
と
同
様
な
状
能
主
立
証
し
得
る
。

〉
B
W
E
を
着
工
せ
し
め
た
何

4
E
E
r
明
。
ロ
ロ
ゲ
可
は
土
地
の
名
門
の
出
身
と
考
え
ら
れ
る
。
此
処
の
司
教
に
つ
い
て
、
筆
者
は
目
下
殆

のロニ｝

R
R
m
p
n
r
g官
加
ロ
巾
の
近
親
者
も
あ
り
、
必

ん
ど
史
料
を
持
た
な
い
が
、
司
教
、
吋

E
E三
円
円
出
向
巴
吋
（
－
－

S！
l
－M
0
4
）
の
如
く
、

ず
し
も
の
r回
目
切
回
ぬ
ロ
白
色
が
な
く
も
な
い
。

目
下
の
所
〉
E
W
B
で
は
、

上
述
の
加
く
、

司
教
が
わ
O
B芯
門
司
〉

g
F
m
g
に
つ
い
て
は
王
の

E
N
m
E
E
で
あ
る
点
を
重
視
す
る
他
は
な
い
。

ω
a
g
o
g
に
つ
い
て
は
、
こ
と
の
司
教
が
た
久
ず
河
内
一
円
聞
の
大
司
教
と
同
一
の
行
動
を
と

っ
て
い
る
こ
と
、
更
に
彼
ら
が
王
の

4
目
白
血
目
白
凶
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
間
め
た
い
。

古
典
様
式
。
コ
テ
ィ
ッ
ク
の
カ
テ
ド
ラ
ル
を
成
立
せ
し
め
た
大
司
教
、
司
教
と
王
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
以
土
の
考
察
は
我
々
に
こ
っ
の
結
論

を
与
え
る
。
第
一
に
、
彼
ら
の
王
と
の
結
び
つ
き
は
、
す
で
に
応
。
B
包
ロ
伺
『
ou邑
と
し
て
の
己
0
日
間
一
口
向
。
円
円
一
品
目
紅
巳

2
5
の
そ
れ
で
は
な
く
、

乙
の
時
期
以
後
は
少
な
く
と
も
、
彼
ら
が
主
に
捧
げ
る

F
E吉
田
に
は
、
明
ら
か
に

Y
0
5
5白
唱
と
同
一
の
法
的
効
果
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。

即
ち
何
ら
か
の
意
味
で
、
実
質
上
の
封
建
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
条
件
で
あ
る
。
第
二
に
、
各
大
司
教
、
司
教
個
人
に
つ
い
て
、
比
較
的

に
わ

E
B宮
m
p
m
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
。
少
な
く
と
も
、
正
に
忠
誠
で
あ
る
と
同
時
に
、
の
｝
同
盟
出
切
間
的
見
へ
何
ら
か
の
親
近
感
を
持
っ
て
い

た
と
信
ぜ
ら
れ
る
節
が
多
い
。
第
一
と
第
二
の
要
素
が
交
わ
る
点
に
、
古
典
的
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
様
式
の
カ
テ
ド
ラ
ル
が
成
立
し
た
と
考
え
れ
ば
、

こ
れ
ら
カ
テ
ド
ヲ
ル
群
の
存
在
は

l
l
ω
。
U
8
5
を
も
令
め
て

l
l地
理
的
に
も
時
間
的
に
も
無
到
な
く
説
明
き
れ
得
る
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
文
そ
の
後
の
レ
イ
ヨ
ナ
ン
ト
様
式
の
展
開
が
、

E
2
2
骨

冨
o
E
2
2
以
下
、

nzgHU白
m
E
系
の
建
築
家
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ

た
乙
と
も
、
此
処
か
ら
説
明
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

ヰ
日
品

川

W
H
Y
H
B
E
2
宏
一
白
叶
C
ロ
ア
ト
S
K』色町
H
S昌
師
会
員
。
一
宮
山
町
M
h
a
s
h－h
h
E司

号
、
『
怠
柏
町
周
忌
hu
円。

S
U内
容
包
含
N
h
w
h
H
註
た
き
『
宮
、
な
邑
g
R
h
e

』
司
、
弘
警
官
へ
雪
九
九
戸
∞

F
E
c・同》ロ『一

3
・

5
2
H
U
芦
田
ダ
門
E
Y
E
S

－＼
hhmH
』白
M
之
尽
き
さ

epnqkkhh町
加
え
ぬ
ま
た
芯
円
還
さ
さ
え
問
、
ま
さ
h
w

司
由
ユ
由
”
一
戸
泊
四
吋
u

句
MU－

u
u
i印
吋
・

コ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
労
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
〉

ー七
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益
蛍

E安
Git'

；；；：千ノ：t
t
~
ニ
会

..>J阻
q」こ~！｛＜，。

J. 
G
a
u
d
e
m
e
t
,
 
L
a
 collati

側

p
a
r
 le 

roi 
de 

France 
des 

b
’n

 fices 
vacants 

en 
regale, 

des 

origines 
iz 
la Jin d

u
 X

IV
• siecle, 

Paris, 
1935, 

p. 13, 
notes 

1
 

et 
2. 

lを
芯
G
十
E
会
j~起

G
arrets

捻
J
~＼
墜
キ

）,J..f,。戸.）
-R...).J'ゴ

：
会
必

1
芸員
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尉
程

ti'
十
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G
絞
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初
~
＼
－
－
＇
ユ
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v
さ
主
’
絵
矧
ヤ
，

Q
regalia, 

droit 
d
e
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沼
恵
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！
＇
（
？

..Lj.!l'
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：
制
民
.
，
，
，
－
：
~
~
~
＋
.
！
－
£
十
時
ば
、
小
0

迂
droit

de depouilles 
..>Jti' 

[i:i認
Q

民三是正
F
IE'
若返

G
さミ悩

（香

組
）

~
, rぷ’

E話＇
員てきミ’

艇
事
事
箆

Q
s苦手き

<..0r'
tt
憾

r
ど誕：

i'
~
 

·:::in誕
llliB-H-!..l~r♀

終
m:＇’E
草
体

11烹
田
巣
立
三
＋
.
：
，
♀
*6t

ノ
j

g,'際
炉

心
安

定

(Luchaire, 
op. 

cit. 
,

 t. 
II, 

p. €
6

.) 
千
人
詩
的
。
件
J
G
母i;.~さZ

Louis 

平
田

V
I
I

：；：§総＇容とよ
E塁

側
日
経
1崩t

G~IB*..>J
羽
子

＼J
ユ
ト

（！，.. .:/ 
droit 

de 

regaleλl
賎
区

,\1’主主的＂＊2与二.，；：，~!'QG
千ノ＇

：§ド＇－￥－擦
や

~~(i
与；

-0
ユ
。

苦：［jii;;相
応

!11@:G~注目芸：i.;:'1認
~
ゑ
刊
さ

1主
~
G
百
三
：
怜
＇

4:i＇堕，
-;l;J付

。

三
G
.
J. 

Phillips, D
a
s
 Regalienrecht in Frankreich. 

Ein Bcitrag 

zur 
Geschichte des 

Verhiiltnisses 
zwischen 

Staal 
u
n
d
 l(irche, 

Halle, 
1873 ;

 Gaudernet, 
L
a
 collation, 

p. 9
 et 

sq. 

C
口

町
entus

Worrr.atiensis 
(a0 1122.

）
日
~
ユ
ヤ
’

《
regalia》

ざ阿！.！
!iii'
総

G
窓
鍵

G
』m'2iまや

ffi:'ユ，
0
足..｛..：。（《

Elεctus
(
 

episcopus) 

a
u
t
e
m
 a

 te 
regalia 

accipiat 
per 

sceptrurn
：・・

E
x
 aliis 

vero 

partibus 
imperii 

consecratus, 
infra 

sex 
n;enses 

regalia 
per 

sceptrurn 
a

 te 
recipiat・ 

・
 

・
》
《
・

• • Posscssiones 
et 

regalia beati 

Petri, 
q
u
a
e
 a

 principio huius 
discordiae, 

usque a
d
 h
o
d
i
e
r
n
a
m
 

diem, 
・
 

・
 ・
 

restituo
・・・》

Mansi,
Sacγ

 
concil. 

nova 
et 

a
mρ
l. 

coll., 
t. 
X
X
I
,
 col. 

273-274.
《
regalia》

Q
思
§
E迭

さ
ま
＇

－＆さ］剥

~，：.）
\-.1内
総

1」
E王
ユ
必
~

(cf. 
D
u
 Cauge, 

v
0
《regalia》，

ed.

Henschel, 
t. 
VII, 

pp. 85-89. )' 
ε
，1-<;;t! 

Fred6ric Barberousse 

:f;, 
1

 1同
Iぐ
財

Lよ
Roncaglia

fノ
社
主
主
初
，
；
J＂」＂＂

I¥ι
(Libri F

e
u
-

d
o
r
u
m
,
 
II, 

58, 
Q
u
a
e
 sint 

regalia.) 
.，，；：＇定

J
ν
d
r
o
i
t
s

re-

galiens 
G
K
盤下

i{<J完走l.P-P~+.! ..>J 
::'i li'r

，
昨
Pζ
ぷユ。

W
o
m
:
s
5主｛］！；！也

さをさ主
¥". 

1
1
'
λ
k
 !.!ll型11:i'f:々

1J
与
：
平
子
会
や

＋2
!_l...:, Pノ，，.；，＇

:¥-' 
G
 llt
陪孤立「＇＼

11' 

λ
k

 l」
総
べ
々

1.J~
｝
ノ
ュ
，Q

'J
＇リ

-ll,J’ミピ
!l
聴き；：

!{l 
(

 i1t'.E 
§
)
 Suger 

G
 

輸
送
E
：会
g;
心
ふ
と
」
套
出
g
I'ν

ニ点。
§

 
Phillips, 

a. 
a. 0. S. 17 

u. s. 
w
.
;
 
Luchaire, 

op. 
cit., 

t. 
II, 

pp. 59 
et 

sq.; 
Newrr.an, 

op. 
cit., 

p. 67; G
a
u
d
ε
m
e
t
,
 
L
a
 col-



lation, 
p. 

17 
et 

sq. 

Recueil 
des 

actes 
d
e
 Philiρ

，pe Auguste, 
t. 
I, 

ed. 
Delaborde, 

Paris, 
1916, 

pp. 433-434, 
n° 

358, 
1190, 

(juillet), 
V

 ezelay: 

・
 

・
 ・
 

Q
u
o
n
i
a
m
 R
e
m
e
n
s
e
m
 ccclesiam, 

in 
q
u
a
 rcgalem suscepimus 

unctionem, 
diligere 

t
e
n
e
m
u
r
 et 

ampliare, 
a
d
 prcces karissimi 

avunculi 
et 

fidelis 
nostri 

Willelmi, 
e
j
u
s
d
e
m
 
ecclesie 

archi-

episcopi, 
statuimus ut 

de cetera 
q
u
i
c
u
m
q
u
e
 
fuerit 

R
e
m
e
n
s
i
s
 

archiepiscopus, 
si 

cesserit 
vel 

decesserit, 
o
m
n
i
a
 mobilia 

ejus 

c
u
m
 vasis 

et 
o
m
n
i
 d
o
m
o
r
u
m
 s
u
a
r
u
m
 superlectili substantuendo 

archiepiscopo 
integra 

reserventur, 
nisi 

ipse 
predecessor 

aliter 

d
e
 illis 

ordinaverit, 
ita 

q
u
o
d
 servient

，
田
nostri

vel successorum 

nostrorum 
in 

ea 
m
a
n
u
s
 
nullatenus extendant, 

nee 
extirpare 

n
e
m
o
r
a
 n
e
 r
u
m
p
e
r
e
 vivaria 

presumant, res
巴rvata

t
a
m
e
n
 nobis 

et 
succ

悶
oribus

nostris o
m
n
i
 auctoritate et 

jurc quod, vacante 

sede, 
h
a
b
e
r
e
 d
e
b
e
m
u
s
 in 

redditibus, 
proventibus et justiciis. 

U
t
 igitur 

bee o
m
n
i
a
 perpetue robur obtineat firmitatis, ・
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サ
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ト
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三
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＼
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m
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＼
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droit
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ミ
ド
ド
ユ

t(oO) 
!gj 

,>, 
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ヘ
ロ
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巡
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IJ
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＼
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ピ
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詩
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：
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ι
骨
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零
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鍵
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料
，
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《
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d
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ユ
ト
ノ
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笠
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ε
C
h
.
 Pfister, 

Etudes sur le 
regne de Robert 

le 
Pi

仰
X
(996-

1031), 
Paris, 

1885, 
p. 204 et 

sq. 

三
Sugerii

E
か
stola,

X
I
V
,
 
a
d
 capitulum 

Carnotense, 
M
i
g
n
e
,
 

P. L., 
t. 

C
L
X
X
X
V
I
,
 
col. 

1353 :
 ・・・

praesentium 
latores 

nuntios nostros 
ex parte domini 

regis 
a
d
 reciρ

.fenda 
et 

con-

servanda regalia dilectioni 
vestrae 

delegamus, 
rogantes 

ut 
in 

quibus 
oportuerit, 

t
a
n
q
u
a
m
 
regni 

fideles, 
donec 

Ecclesiam 

vestram tanto 
et 

t
a
m
 glorioso 

pastore 
viduatam, 

divina 
mise 

ricordia idoneo successore 
consueto 

ordine 
consoletur, fideliter 

adjuvetis. ・
 ・
 ・
 

§
 
Eρ

istola 
decani 

et 
caρ

ituli 
(Carnotensis) 

a
d
 S
u
g
e
r
i
u
m
 
(Ep. 

X
I
X
)
,
 
M
i
g
n
e
,
 
Ibidem, 

col. 
1356 :

 Noverit・ 
・

 ・
 qu
o
d
 accepta 

a
 vobis 

regia 
licentia 

loco 
clomini 

regis，・・・
pari 

voto 
u
n
a
n
-

imique consensu 
elegimus nobis 

et 
Ecclesiae 

nostrae 
in 

epis-

c
o
p
u
m
 
c
l
o
m
n
u
m
 
G
o
s
l
e
n
u
m
 
archicliaconum 

nostrum, 
・
 

R
o
g
a
m
u
s
 
igitur・ 

・
 ・
 ut 

huic 
nostrae electioni• ・

 
・
 facta 

est
，

巴
t

q
u
a
m
 vobis 

et 
viva 

voce 
et 

scripto 
praesentare 

curavimus, 

asse
回

目
n

praebere, 
et elato nostro regalia reddere vice domini 

regis 
dignemini. 

・
 

・
 

§
 
Sugerii 

Eρ
istola 

X
X
,
 
a
d
 
caρ

itulum 
C
a
r
仰
tense,

M
i
g
n
e
,
 

Ibidem, 
col. 

1356-1357 :
 N
o
s
 a
u
t
e
m
 q
u
a
n
t
u
m
 e
x
 parte 

d
o
-

m
i
n
i
 
regis, 

cujus 
vie

白
agimus,

facere 
h
a
b
e
m
u
s
,
 huic 

el
白，tioni

libenter 
assensum praebemus. 

D
e
 regalibus 

vero sicut in curia 

み
J同



コ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

円H
o
g
s
a
Eロ
B
問
。
宮
内
川
B
8
2
B
g
o回
自
己
門
戸
口
口
明
町
民
g
m
島伯ロ
cmnxcF

nc同
H
同司目的
nc－uCM
口Oロ盟山口同曲立し戸間切叩件同ロ同
V

同｝
mwCE同
凶
叩
同
問
MO同
叩
円
山
口
D
ロ－
nc

p
o岳
山
口
同
S
L
E
n仲
E
W
E
R
包
括
止
め
E
R
g
s－p
回
K
S
H
E－s

同
色
舎
F
D
口町田

C
E
0
2
8
5
5
2門H0・
Z
F
曲目
nE神
仏
片
岡
山
自
己
♂
吉
宮
－
曲
同
目
。

帥

g
g
Z函
『

A
町民間同晴、
hhs口
、
丸
周
忌
hah両
事
悼

LPnEHU
間
同
色
町
内
出
町
苫
暗
記
ミ
ミ
hh乱含

培、－B
a
b
定・

ω
《
含
向
島
忌
円
O
E
C
と
は
、
も
と
よ
り
十
二
世
紀
の
概
念
で
は
な
い
。

内町
O
X
円四四芯
mp－n
が
、
田
市
町
ロ
2
3
の
手
で
行
使
さ
れ
る
雪
hnr訟
を

払

duz：
冊
目
関
口
E
E
E
H
と
呼
び
、
そ
の
行
使
者
が
主
で
あ
る
場
合
に
、

同
様
の
意
味
で
そ
れ
ら
を
雪
間
口
広
田

HO可
E
H
と
呼
ん
だ
の
は

H
g
g三

岳
釘
吋
O
E
H
u
e－町民
F
・

s・
8
や
む
？
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
、

宮
忌
町
唱
団
u
凹・白・

0
・
ω・
＆
・
の
同
州
諸
問
］
H
8
5
n
r汁
M
H
F
B仏
g
f
r岳
と
い

、
つ
考
え
方
が
あ
っ
た
依
の
立
場
の
直
接
の
継
承
者
は
者
－

Z
－
zod弓
5
5

で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
含
m
n
r
含

HC百
日
と
は
「
そ
れ
ら
に
対
し
て
王

が

LHO広
島
町
芯
聞
と
刊
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
弘
同
O
K
含

監
町
o
a－－
g
或
は
司
教
そ
選
、
ぴ
且
確
認
す
る
権
利
を
要
し
な
い
」
（
也
、
－

a
F
・同
M

・
S
・－

E
口
同
三
は
原
則
的
に
こ
れ
を
承
認
し
な
が
ち
（

l

重
大
な

保
留
」
を
付
し
た
。
即
ち
「
単
に
玉
に
よ
る
司
教
の
務
認
（

8
丘
町
自
主

g）

の
存
在
が
立
証
し
得
る
に
留
ま
る
教
会
に
関
し
て
も
、
我
々
は
そ
れ
を

《
8
苫
］
ゆ
》
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
法
行
為
は
、

理
論
上
芯
宮
｝
ぬ
の
存
在
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（

4
・
a
h
J

－u
－u
・印川町！。。・）

刷
本
表
は

zmd〈
MUmp
－、－

aHJHM－N
5
2
3・
L
v
s
g
p
e
m
N
H－
u

問
者
・
宏

1
8・
に
よ
っ
て
作
製
し
た
。
表
中
、
＋
印
は
そ
の
存
在
が
史
料
に

七
六

よ
っ
て
確
証
し
得
る
も
の
、
…
印
は
、

z
o
a
－
g
が

F
2
2
〈
回
以
前
の

確
証
は
あ
る
が
、
円
。
白
山
田
〈
口
治
下
に
史
料
を
見
出
し
符
な
か
っ
た
た
め

に
判
断
を
保
刷
聞
し
た
も
の
（
原
則
的
に
は
継
続
）
、
一
印
は
、

M
M
2
2円
が

不
存
在
又
は
そ
れ
以
前
の
放
棄
の
事
実
を
確
か
め
得
た
も
の
、
？
印
は

Humg尽
に
よ
る
「
大
き
な
保
留
」
を
一
示
す
。

P
は
史
料
上
旬
g
g口片山口の

言
及
が
あ
る
事
を
示
す
。
。
E
L巾
自
民
”
也
、
．

s．HJ
目yHω
・
及
び

HM白h
E
F

也、．町九

H
J
Z・
8
』
含
・
は
、
一
位
芯
m
p
g
の
理
論
的
恨
拠
と
し
て
王
の

官
三
町
口
氏
。
宇
一
重
視
す
る
。
教
会
に
対
す
る
日
M
H
2
8門
戸
。
は
、
】
U
E
E
V唱団

Ha

の
戴
冠
に
際
し
て
の
宣
警

2
8
F
E
C）
に
も
見
ら
れ
る
如
く
（
拙
稿

「
主
権
の
覚
醒
に
就
い
て
」
瞬
間
史
学
研
究

2
0’
口
少
司
－

NH・
参
照
）
、
玉

の
基
本
的
な
義
務
の
一
つ
左
考
え
ら
れ
て
蔚
り
、
事
実
教
会
や
修
道
院
に

対
す
る
官
三
忠
告
文
書
も
、
決
し
て
数
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
本
表

が
示
す
よ
う
に
、
司
教
座
に
関
し
て
は
比
較
的
遠
隔
地
に
し
か
見
ら
れ
ず
、

事
実
可
田
口
同
E
w
e－
長
・
℃
℃
・
叶
N
2・
の
木
表
か
ら
は
除
い
た
例
挙
は
、

南
仏
に
及
ぶ
。
こ
う
し
た
地
域
的
な
ず
れ
と
共
に
、
筆
者
自
身
そ
の
重
要

性
を
痛
感
し
な
が
ら
、
匂
円
。
件
。
色
。
を
具
体
的
に
把
握
し
得
な
い
で
い
る

事
情
に
も
よ
っ
て
、
以
下
木
稿
で
は
胃
20n巴
O
の
問
題
に
立
入
ら
ぬ
こ

と
に
す
る
。
尚
木
表
か
ら
は
、
］
I
H
S－
口
口
町
内
庁
切
o
a
g
E
H
即
ち
弘
一
z
n
E

円
吋
〉
戸
己
目
昨
日
ロ
自
に
属
す
る
も
の
は
、
は
ぶ
か
れ
て
い
る
。

ω
拙
稿
「
初
期
ゴ
シ
y
ク
教
会
堂
の
成
立
と
そ
の
社
会
的
思
想
的
背
景
」

史
学
維
誌
、
六
一
ノ
ニ
参
照
。

州
側
〉
・
円
、
己
口
ym一『
O
w
h
S色町
Mhhq

』

S
S
H
R伯
母

h
b
E柏
て
iR
司白
2
9

5
g
v
日以・凶ド
a
N
H斗
w

ロ
o
ω
8・
2
2
B
’U
E
H刊
号
伊
三
宮
円
建
工
事

に
つ
き
、
全
王
国
の
「
大
司
教
、
司
教
、
修
道
院
長
及
び
竪
峨
者
に
、
そ



GHl&
布
部
耳
慣

Q
路

震
入

J＇
制
畑
幸
手
会

J-,,J
や
4ノ烈

lと
ヤ

の
queteurs

~
」
怖

さ日；.＿
l,Jヤ

ヤ
去
の
純
忠
。

き
Recueil

des 
actes 

de Phili妙
g
Auguste, 

t. 
I, 

p. 420-421, 
n。

346, 
1190, juin

：・・・
C
u
m
ad

民
clesiam

Parisiensem 
specialem 

nostre 
clilectionis 

inten<lamus 
affectum, 

earn 
p
r
e
 
cetcris 

et 

ampliare v
o
l
u
m
u
s
 et 

honorare. 
Uncle c

u
m
,
 ・

 
・

 
・

 statuimus 
ut, 

si 
infra 

raditum 
n
o
s
t
r
u
m
 
episcopatum 

Parisiensem 
vacare 

contigerit, 
q
u
o
d
 circa 

matriculariam seu capiceriam 
e
j
u
s
d
e
m
 

ecclesie 
fuerit 

corrigendum, 
de 

assensu 
et 

consilio 
avunculi 

nostri 
d
o
m
i
n
i
 Willelmi, 

venerabilis 
R
e
m
o
r
u
m
 archiepiscopi, 

a
d
 
provisionem 

1-Iervei 
de

伺
ni

et 
Petri 

cantoris 
Parisiensis 

emencletur
・

短
絡
ト
－
H
路
!.l

lil'G I'<－
ム
ド
怒
ら
よ
さ
ユ
~
’

（・同）
j§；キ戸’己主主~

~
I
i
塁
。
：
£

矧
て
化
.
（
＼
~
＼－＇ニ

;{liJ..>J'
（
：
司
）
間

Q
副
主
主
担
燃
程
G
主号制

Fノ
喝

の
け

..>J'

（：ヨ）
matricularia 

(cf. 
Niermeyer, 

v
0
 eod.

）
：
会
認
出
i益
性
時
戸
制

緩
？
ノ
時

l{o
I• J

 ..>J’
 （
.
と
〕
時
＇

.'i二：み
1ia採

る
主
H毛
主
人

J；さや；＇.＇.~ぐと点取ir-,/....)

¥-'G •J..>Jtノ
必

;{l,J.,j'
(

 ＞
）

訂
総

長
ns

8
毒自主主

!l
殴
い
て
市

(J千ノ崎

将：」，，，：，jモ
~
’

Guillaume,
archeveque 

de 
R

巴i
m
s

（
十
｛
時
附
-!r-8

！
$
恒
）
G
~
：会話\c!l井静百二七F

与
二
~
ノ
ユ

l{o
'J

，心
P

者tc
関
空
会
必
’
］
建
栴

Delaborcle ti’＇
J
G
 i?'
制
ill与
ミ
叶
跡
事
選

tg
!.lE主

任
時

;-0,,.,:,
G

 ""-l梨｛限
__j

¥-' 

U
吋
ト

c
h

・そ、
-I(<’:i;::....);c._!G

千
ノ
長
時
小
。

雲
R，抑

制
des

actes 
de Philiρ，pe Auguste, 

t. 
II, 

ed. 
Delaborcle 

et 
Petit-Dutaillis, 

Paris, 
1943, 

p. 
353, 

11° 
780, 

1203, 
dice-

m
b
r
e
：・・

universis
amicis 

et 
fidelibus suis 

baronibus et 
aliis 

'n 
Iト

ヤ
h

尽
-)a画：授と！えや、

1ト
i’

II"¥
え
Q
管制－＇

.Jl¥'G
和
国
時
（
様
〉

・
酌
f
a
n
d
a
m
u
s
vobis et 

vos 
requirirr.us 

quatinus 
terram 

et 

h
o
m
i
n
e
s
 ecclesie 

Beate M
a
r
i
e
 Carnotensis et 

res 
a
d
 earn 

per-

tineantes 
t
a
n
q
u
a
m
 nostras 

proprias 
protegatis 

et 
defendatis ;

 

,
 D
e
 eis 

q
u
o
q
u
e
 ad petitionem 

c
a
n
c
n
i
c
o
r
u
m
 
ecclc

昌ie
pre 

clicte 
t
a
n
t
u
m
 
faciatis 

q
u
o
d
 
proincle 

vobis 
uberes 

t
e
n
e
a
m
u
r
 

gratiarum 
actiones. ・

 

1
 ~護
G

protectio
収
納
（
還
さ
，
ば
出

Ibidem,
p. 266, 

n
 °
 700.

定
古
t!

3
＼主；；；：；）

..>J 
Q
納

税
Q
早l;f空

会
必
’

'J Q
室
長

S
主
主
ま
紳
盗
’

E';-1'
、官提言活

H
冊
以

IBK~-i!iltCl.,.:,G
 AJ繋

~*10

雲
Simson,

oρ. 
cit., 

p. 174. 

ち
Cf.

Luchaire, 
Hist. 

des 
inslit., 

t. 
II, 

p. 7
3
;
 
P. E. 

S
c
h
-

r
a
m
m
,
 D
e
r
 K
o
n
i
g
 von Frankreich, 

das 
W
e
s
e
n
 der Monarchie 

v
o
m
 9. 

z
u
m
 16. Jahrhundert

，』
Sin

K
aρ
itel 

aus der 
Geschichte 

des 
ab

岬
ullii

目＇ndischen
Staates, 

Bel. 
I, 

W
e
i
m
a
r
,
 
1960, 

S. 
122, 

Bel. II, 
S. 81, 

A
n
m
.
 
3-7: R. 

Fawtier, 
Les Cap.’tiens 

et 
la 

France, 
p. 76. 

u
~
＆

E::-1:ト
斗

Chartres
G
 curia 

coronata Q
裂

察
当
必
込
や
ド
ユ
ぉ
ユ
。

事
Varin,

Arch. 
a
d
m
.
,
 I, 

p. 
381; 

cf. 
Jaffe-Wattenbach, 

Regesta, 
II, 

n。
13382, 

1179, 
A
p
r
.
 
13, 

Laterani: 
・・・

In-

super 
etiam auctoritate 

apostolica 
statuimus, 

ut 
nernini 

nisi 

R
e
m
e
n
s
i
 archiepiscopo 

liceat 
r
e
g
e
m
 F

r
a
n
c
o
r
u
m
 
inungere vel 

ei 
p
r
i
m
a
m
 
c
o
r
o
n
a
m
 
imponere, 

sicut 
antiqua 

consuetucline 

fuerat 
obtentum.

・・・
Philippe

A
u
g
u
s
t
e
 
G
斜里

f
!.l 

＼
＇
ユ
ν
~

＇
1盃

従
§
l
主
~
G
似

~-1(,aj母
rt。

.;:i
ム,J



‘n
ホ
～

h
・h
初
頭
〈
縫

ti:(
ヰ司

11'-
!l-

1［＇.え
Q
型産科

-'J
即
8
恥
阪
（
様
）

き
S
c
h
r
a
m
m
,
 
a. a. 0. ,

 I, 
SS. 

126-127.
君
主
標
「
同
製

Q
紙
越
日

：蛍ユド
J
p
p
.
1
8

回19.
剥.＼Vi＇

~
。

怠
《
pairie)

U
 ＼＇ユ

γ:!Ill!
初

心
P.

Viollet, 
Histoire 

d
e
 i

俗
ti-

tutio.
附

ρ
olitiques

et 
administratives 

de 
la 

France, 
t. 

III, 

Paris, 
1903, 

p. 
301 

et 
sq.; 

Petit-Dutaillis, 
L
a
 monarchie 

f
 odale, 

pp. 265-267; Lot-Fawtier, 
Hist. 

des 
instit., 

t. 
II, 

Institutions 
royales, 

Paris, 
1958, 

p. 296 et 
297, 

n. 
1. 

《
pairs

de F
r
a
n
c
e》

さ
F

dues 
de Bourgogne, 

de N
o
r
m
a
n
d
i
e
,
 

d
e
 Guyenne, !es 

comtes de Flandre, de Toulouse, 
C
h
a
m
p
a
-

g
n
e
;
 1’archcv€que d

巴
Reims,

!es 
ev:ques de Beauvais, N

o
y
o
n
,
 

Chalons-sur-Marne, 
Laon, 

Langre. 
Q
副
主
主
~
与
二
；
ν
~
i
く慌世話－%，

必
笠

：；：－，＇
g;
＆
ふ

U
C
h
a
r
l
e
m
a
g
n
e
 l足時

lf:8
連
主
総
い
は
蛍
判
＿
＿
）

of.'.
0

刺

入
J__) 》.／綴~

!
l
置
い
，

(l.,,;>(;;t-"
判
士
目
以

8jjg'.主F<F
司
返
事
8
~

ヨヨ
~
1
1

阿
川
叶

!l
初

会
Q

!!!~
~

' 
~
様

.＇.！JiD［
議
初
尋

1-0G
さ
ま
十

111主
l立
？
~
ま
区
千
ノ

~
l{

,o
 

＿＿）」ミ.，.；：，-1<収
J却
益
金
量
聖
干
毛
糸
斗

Iiiや
.{-2-'J~時

／
＇
，
~
＆
~
~
ユ
。

c
o
m
t
e
 

d
e
 Toulouse, 

c
o
m
t
e
 d

巴
G
u
y
c
u
n
e
G
枠
組
笠
’

~Ill望
日

.-1-£;;;±!'
1'¥' 

G
苦言；：，：~：長年E

守Tl！.よい
i-0,

J
 .;J-l(<JJ民

... 
.:i' 

c
o
m
t
e
 de 

C
h
a
m
p
a
g
n
e
 
-'J' 

～
 G幌.，.：，filjg＼：.！（提をユ

l’ev€que
de Langre

：会副主主時：＝－－
K
ム
8
$
：
~

.，.：，＊~!1-1告
の
か

J.;J怒
＇
~
~
G
同
足
立
宕

~'\r;i斗
~
Iを
こ
た

C
h
a
m
p
a
g
n
e

Eノ
~
i
ポ
ユ
イ
ミ

.;JG
蝶；

L
今年
Jま
と
ど
守
的
。

《
pairie)

~
 
'r, 

1ト
ヤ
示
、
終

'ri(

81:
室
料
よ

J'
4tjv
駐
~
~
.
;
J
さ
！

Viユ
思
~
~
ユ
：
V

E
民
竪
緩
や
さ
よ
き
，
，
，

症
に

E軍
事
時
λJ~,-Q

＇（哨ufノ
崎
将
小
。
川
小
.
.
.）.，＇.」事lffi中

~
ぬ

J告吉
1コJ,11,tl.！...！ヰ；：

：潤
G
側喜望

f
j内

Y；
ふ
臣
~l-0

て
。
約
十
時

\{lo

6
 
~
穫
総

11
制
（
似
軍
E
’

Eri,
p. 91, 

;!;t,le 
0) 

中
く

a
 Cf. 

Varin, 
Arch. 

adm., 
I-2, 

pp. 533-536, 
n° 

C, 
juin 

1224, 
Sententia 

q
u
a
 
archiepiscopus 

remensis 
condempnatur 

a
d
 prestandum j

u
r
a
m
e
n
t
u
m
 de consuetudinibus et 

libertatibus 

C
沼
pituli

remensis 
observandis; 

n° 
CI, 

juillet, 
1224, 

Carta 

q
u
a
 
Guillermus 

archiepiscopus 
remensis 

n
o
t
u
m
 
facit, 

q
u
o
d
 

capiぬ！
u
m
r
e
m
e
n
s
e
 sibi 

remisit prestacionem corporalem jura-

menti, 
in 

hac parte sibi 
personalem graciam faciendo. 

窓
Richer, 

Histoire 
de 

France, 
(ed. 

Latouche, 
t. 
II, 

Paris, 

1937,) 
lib. 

IV, 
§
2
9 ，

《
E
t

ut 
penitus 

mentis 
concep

如
m

aperiam, 
post 

jurationis 
sacramentum, 

cirographum 
a
b
 
eo 

scribendum 
puto. 

・
 

・
 

・
 Jussus 

itaque 
cirographum 

bipertitum 

notavit, 
regi 

alterum
，
邑
lterum

sibi 
servavit.

》

Chirographe 
-'J ti’

 ！
：
挺
G
＊
枠
組
~..l.j!l'

§:-;:.{1 
1県

副
朝
日

U'
町

G-!l-
霊
!l

C
I
R
O
G
R
A
P
H
U
M
 -'J，百

J
’

即
GJ,＜許

G
Iさ
H

示室＿＿）
》ノ

縫
科
＿
＿
）
~
J

1肝現
Gt.,1制

目
~
，
日
ユ
’

l
It寝

c
，
ト
糸

r＜
ム
：
f::,1§:

ヤ＜
P-1

宅
l(o

I
 j心

.,y
同
窓
ヤ
防
止
HE'ユ

l(oo

冨
Richer, 

Ibidem, 
lib. 

IV, 
§60, 

ed. 
L
a
t
o
u
c
h
e
,
I
I
,
p
.
2
4
6
:
 

Textus libelli 
fidelitatis 

A
r
 〔nulfi〕.

Prolatus 
est 

itaque 
bane 

textus seriem 
habens :

 Eg
o
 A

r
 〔nulfusコ，

gratia
D
e
i
 praeve-

niente R
e
m
o
r
u
m
 archiepiscopus, promitto 

regibus F
r
a
n
c
o
r
u
m
 

H
(
u
g
o
n
i
!
 et 

R
〔otberto〕

m
e

£idem 
purissimam servaturam, 

consilium 
et 

auxilium 
eis 

s
e
c
o
n
d
u
m
 m

e
u
m
 scire 

et 
po

詔
巴

in

o
m
n
i
b
u
s
 
negotiis 

praebiturum ;
 inimicis 

e
o
r
u
m
 
nee 

consilio 

nee auxilio 
a
d
 e
o
r
u
m
 in 

fi<lelitatem 
scienter adjuturum. H

a
e
c
 



in conspec
加

divinae
m
a
j
邑statis

，
巴
t
b
e
a
t
o
r
u
m
 scrituum et ottius 

aecclesiae assistens promitto, 
p
r
o
 b
e
n
e
 servatis laturus p

r
a
e
m
i
a
 

aeternae 
beatitudinis. 

Si 
vero, 

q
u
o
d
 nolo 

et 
q
u
o
d
 
absit, 

a
n
 

his 
deviavero, 

o
m
n
i
s
 
benedictio 

m
e
a
 convertatur 

in 
m
a
l
e
-

dictionem, 
et 

fiant 
dies 

m
e
i
 
pauci, 

et 
epi 氏。

p
a
t
u
m

m
e
u
m
 

accipiat alter ;
 recedant 

a
 m
e
 amici 

m
e
i
，

日
intque

perpetuo 

inimici. 
H
u
i
e
 ego cirographo a

 m
e
 edito 

in 
testimonium 

b
e
-

nedictionis 
vel 

maledictionis 
m
e
a
e
 subscribo, 

fratresque 
et 

ilios 
m
e
o
s
 ut 

subscribant rogo. 
E
g
o
 A

r
 〔nulfus)

archiepisco-

p
u
s
 subscripsi. 

塞
Boretius-

Krause, 
Capitularia 

regu
例

Francorum,
t. 
II, 

H
a
n
n
o
v
e
r
,
 
1897, 

p. 450-451, 
n° 

300, 
Libellus proclamationis 

adversus 
防
匂
nilonem,

859. 
Jun. 

14, 
c. 
4, 

D
e
n
i
q
u
e
 
e
u
m
 

seditiones 
in 

regno nostro 
per h

o
m
i
n
e
s
 inreverent

，田
coeperunt

crebrescere, 
consensu 

episcoporum 
ac 

ceterorum 
fidelium 

nostrorum chyrograρ
，h
u
m
 invicem conscripsimus, qualiter ego 

erga 
eos 

cooperante D
o
m
i
n
o
 agere vellem, 

et 
qualiter 

mihi 

C
併

俗ilio
et 

auxilio 
idem fide/es nostri 

abinde 
p
o
s
t
m
o
d
u
m
 
so

白

latium f
町
re

debuissent. 
C
u
m
 scripto 

W
e
n
i
l
o
 a
p
u
d
 B
a
i
e
r
n
a
m
 

villam 
propria 

m
a
n
u
 subscripsit, 

sicut 
in 

praesenti 
videre 

potestis. 

雪
F.

L. 
Ganshof, 

Q
iピ
est

ce 
que la 

/eo
ぬ
lite?

3e
己
d.

revue 

ct 
augrn. ,

 pp. 111-113. 

~
 

F. L. 
Ganshof, Note sur /'apparition 

d
u
 n

o
m
 de i’h

o
m
t
叩
:ge

‘n
,
h

..，.＂占五
-t在
感
習
を

'h:(-1
司

1ト：：，＿＿
,r-

毛ミ
G
告主判

AJ!t'G
普叫時

（様〉

partt
四
lierim

切
it

en France, 
clans 

A
u
s
 Milite/alter 

u
n
d
 N
e
u
-

zeit, 
Festschriβ

z
u
m
 70. 

Geburtstag 
u
朗

Gerhard
Kallen, 

B
o
n
n
,
 
1957, 

pp. 29-41.
け
Q
緩

-l;>
（＼＇－ノ

G
a
n
s
h
o
f
ti
＇

《
homina-

ticum》
必
時
槌
（
；
：

El更
さ
み
夜
話
!
l
~
ユ

＼J
10111

同
社
廿
if

ノ
初

会
G:!!

Z
'
~
時

f
J
A
)印

や
，
恨
1AJ

，
£
｛
よ
。
緩
や

ν
F
u
l
b
e
r
t
d
e
 Chartres ~

'It'(; 
側

窓
Q
偲

沢
Guillaum

巴
V
,

due d
’Aquitaine 

E;kQ
寝
込
鴇
（
＇

...! 
8
 

さま
r
国
.
..)v' 

h
o
m
m
a
g
e
 
工よ

.i-6
（＇
ν
摂包＿.；

I'{,§
室
長
民
千
ノ
嶋
崎
。

窓
Concilium C

l
a
r
o
m
e
n
t
a
n
u
m
,
 
c
o
n
g
r
e
g
a
t
u
m
 a. D

.
 
M
X
C
V
 ・
 

・
 

・
 

decembris, 
t
e
m
p
口

氏
U
r
b
a
n
i
p
a
p
a
e
 II, 

Mansi, 
Sacr. 

concil. 

削
va

et 
amp/. 

coll., 
t. 

X
X
,
 col. 

817, 
c. 

X
V
I
I
.
 
N
e
 episco-

pus vel 
sacerdos 

regi 
vel 

alicui 
laico 

in 
m
a
n
i
b
u
s
 ligium fide …

 

litatem 
faciat. 

5
 
Concilium Rotomagense, 

in q
u
o
 decreta concilii 

A
r
v
e
r
n
e
n
-

sis 
relecta 

sunt :
 a
 Guillelmo 

archiepiscopo 
c
u
m
 suffraganeis 

suis 
celebratum 

m
e
n
s
e
 
Februario, 

a
n
n
o
 
M
X
C
V
I
,
 
Mansi, 

Sacr. 
concil. 

n
o
叩

et
ampl. 

coll. 
,

 t. 
X
X
,
 col. 

925, 
c. 

VIII. 

Nullus presbyter 
efficiatur 

h
o
m
o
 
laici. 

Q
u
i
a
 
i
n
d
i
g
n
u
m
 
est, 

ut m
a
n
u
s
 D
e
o
 consecratae, 

et 
per 

s
a
c
r
a
m
 
unctionem 

sancti-

ficatae 
mittantur 

inter 
rnanus n

o
n
 consecratas :

 quia
田
t
aut 

homicidia, 
vel 

aclulter, 
aut cujuslibet 

criminalis 
peccati 

o
b
-

noxius. 
Se<l 

si 
feu<lum 

a
 laico 

sacerdos 
tenuerit, 

quo<l 
a
d
 

ecclesiam 
n
o
n
 
pertineat, 

talem 
faciat 

ei 
fidelitatem 

q
u
o
d
 

securus sit. 

L. 
T
h
o
m
a
s
s
i
n
,
 
Ancienne et 

nouvelle 
d抑

制
ine

de l'Egltse, 

長
J干ミ
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京
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 ipsius, 

civibus 
rernensibus in 

cu-

ria 
d
o
m
i
n
i
 regis justiciariis 

et 
fidelibus suis, 

nee e
c
i
a
m
 super 

alio, 
nisi 

fuerit 
in 

deffectu ;
 nee 

fuit 
in 

deffectu, 
si 

n
o
n
 

collegit 
d
i
e
m
 corarn 

d
o
m
i
n
o
 
rege 

contra 
eos, 

rnaxirne 
c
u
m
 

〈
同



。
円
恥

T
h
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ト
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Q
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ipsi 
essent 

excommunicati. 
Item in 

hoc 
consensit 

concilium, 

q
u
o
d
 dicti 

episcopi 
personaliter 

accedant a
d
 d
o
m
i
n
u
m
 regem, 

et 
nuncii 

capitulorum, 
ita 

q
u
o
d
 
pr

白
entes

sint 
h
a
c
 
instanti 

die 
sabbati 

ubi 
d
o
m
i
n
u
s
 rex 

erit, 
a
d
 supplicandum 

d
o
m
i
n
o
 

regi 
e
x
 parte 

concilii 
humiliter 

super premissis et 
a
d
m
o
n
e
n
-

d
叩

I
e
u
m
.
 ex. parte concilii 

super 
premissis, 

a
n
t
e
q
u
a
m
 
rece-

diu:it 
a
 curia 

d
o
m
i
n
i
 regis. 

寧
Varin,

Arch. 
adm. ,

 F
2
,
 
pp. 585-589

，
日

C
X
L
V
I
,

29 

juillet ・
 

1235, 
Supplicatio 

facta d
o
m
i
n
o
 regi per deputatos prae-

cedentis 
concilii, 

俳
j
Q
言語軍鰍泣き：，！

,,;J..>J
斗

心
T
h
o
m
a
s
de Bello 

M
e
s
c
o
 
Q
畑
幸
司
註
重
量
や

Sainte-Marie
de Soissons 

8
 regalia 

~
 

主
主
,,;J4)nil->~ν

ユ
的
。

言
Varin,

Arch. 
adm. ,

 I
 2, 

pp. 587 588, 
n
°
C
X
L
 VII, 

5
 aout 

1235, Concilium remense C
o
m
p
e
n
d
i
i
 habitum

：・
・consensit

totum 

concilium, 
q
u
o
d
 
d
o
m
i
n
u
s
 
rex 

m
o
悶
bitur

secundo super ne-

gocio 
remensis 

ecclesie 
et 

archiepiscopi, et 
bannicione T

h
o
m
e
 

d
e
 Bello 

M
a
n
s
o
,
 
canonici 

remensis, 
per 

archiepiscoporum et 

suffraganeos suos 
prenominatos, 

aut illos d
e
 predictis suffra-

ganeis 
qui 

present
飴

fuerint
;
 presentibus 

eciam 
dictis 

pro-

curatoribus 
episcoporum, 

presentibus 
insuper 

et 
consencier

ト

tibus・ 
nunciis capitulorum cathedralium remensis provincie. 

草
[bide

桝
.

Vide 
Varin, 

Arch. 
adm., 

I-2, 
p. 588, 

n。
C
X
L
 VIII, 

M
a
n
d
a
 tu

m
 
concilii 

remensis 
C
o
m
p
e
n
d
i
i
 
habiti, 

a
d
 abbates S. 

Crispini, 
S. 

Dionysii 
et 

de Essone, 
ut 

r
e
g
e
m
 

Franciae 
moneant. 

.--
,,, 

川
＼
！
＼

m
 Varin, Arch. adm., 

1-2, 
pp. 589, 

n° 
C
X
L
I
X
,
 Septembre・ 

1235, 
P
r
i
m
a
 monitio d

o
m
i
n
o
 regi 

facta 
per abbates S. 

Gris-

pini, 
S. 

Dionysii 
et 

Essonis, 
auctoritate 

concilii 
p;ovincialis 

remensis, 
a
p
u
d
 C

o
m
p
e
n
d
i
u
m
 celebrati ;

 n° 
C
L
,
 
8
 septembFe 

1235, 
secunda monitio facta 

d
o
m
i
n
o
 regi. 

:§: 
Varin, 

Arch. 
adm;, 

I
 2, 

pp. 589-590, 
n° 

CLI, 
15 

sep
→

 

tembre 
1235, 

Epistola 
Gregorii 

pape 
I
X
 ad 

suffraganeos 

remensis ecclesie 
q
u
a
 eos hortatur 

ut 
r
e
m
e
n
s
e
m
 
archiepisco-

p
u
m
 contra 

scabinos 
et 

cives 
remenses 

assistant; 
Potth

ぉ
t,

Regesta, 
I, 

n° 
10016，“

N
o
n

τsine 
cordis

”：
Non・ 

sine 
cordis 

amaritudine nobis £rater・ 
noster. archiepiscopus remensis n

u
n
-

tiavit, 
nee nos 

absque 
compassione 

paterna 
nuper 

intelle-

x
i
m
u
s
 nuntiatum, 

quod c
u
m
 idの担

archiepiscopus
sit 

dominus 

temporalis civitatis 
remensis, 

et 
scabini 

ac cives 
ipsius

司jus
『

d
e
m
 
archiepiscoρ

i
 fideles, 

et 
filii 

esse 
debeant sρ

eciales, 
ipsi 

degenerantes ex filiis 
in 

privi
伊

os,
rejecta 

disciplina 
justifie, 

ac 
religione 

fidei 
relegata, 

velut 
hostes 

iniqui 
n
o
n
 
er
油
田
－

runt insurgere 
in 

parentes, 
in p

a
t
r
e
m
 exilium, 

et 
in 

m
a
t
r
e
m
 

excidium, 
ac 

in 
se 

ipsos 
periculum, 

nequiter 
operati ;

 con-

culcando 
dampnabiliter 

r
e
m
e
n
s
e
m
 
ecclesiam 

m
a
t
r
e
m
 
s
回
m
,

et 
ejecto patre, 

ipsius 
hereditatem sibi 

volunt, 
propria u

測
I
-

p
a
n
d
o
;
 in 

q
u
o
 excedunt t

y
r
a
m
p
n
i
d
e
m
 viperarum q

u
e
 alterius 

tantum dicuntur pernitiem operari, 
in 

alterum nichil 
p.enitt

お



machinante
宮
：
ipsi

e
n
i
m
 
e
a
n
d
e
m
 m
a
t
r
e
m
 suam; 

in 
q
u
a
 rege-

A
.
 
c
o
m
e
s
 Montifortis, 

Francie constabularius, 
c
o
m
e
s
 vindo-

nerationis 
lavacro sunt renati, 

pene importabiliter affligentes, 
cinencis, 

S. 
c
o
m
e
s
 Pontivi, 

J. 
c
o
m
白

carnotensis,
L. 

c
o
m
e
s
 

earn 
nituntur 

modis o
m
n
i
b
u
s
 conculcare, 

et 
prefatum 

archi-
Sacricesaris ;. 

・・・
c
o
m
e
s
 Jouvigniaci, 

H
.
 
c
o
m
白

S.
Pauli,・・・ 

episcopum 
p
a
t
r
e
m
 
s
u
u
m
 presumptione

【lampnabili
hostiliter 

c
o
m
e
s
 Rouciasi, 

H
.
 
c
o
m
e
s
 Guinari, 

J. 
c
o
m
e
s
 matisconensis, 

adeo prosequuntur, 
q
u
o
d
 nulla 

videatur 
in 

eis 
devotionis seu 

Robertus 
d
e
 
Curtineto, 

Frar.cie 
buticularius, 

Galterius 
d
e
 

gratitudinis 
scintilla 

penitus 
remansisse; 

in 
quibus 

o
m
n
i
b
u
s
 

Avesnes, 
Johannes 

de 
Nigella, 

Stephanus 
d
e
 
Sacrocesare, 

q
u
o
r
u
m
d
a
m
 aliorum dicitur

ぉ
se

manus. 
Q
u
a
r
e
 archiepiscopus 

vicecomes Castriduni, 
vicecomes Bellimontis, 

vicecomes C
a
s
-

attendens q
u
o
d
 hujusmodi exces

国us.
t
a
m
 notabiles et enormes, 

trieraudi, 
A
r
c
h
a
m
b
a
l
d
u
s
 
d
e
 
Borbonio, 

vie
伐
o
m
e
s

Turenne, 

adeo erant notorii, 
q
u
o
d
 nulla 

poterant 
惚
rgiversatione

celari, 
constabularius N

o
r
m
a
n
n
i
e
,
 
Buchardus de 

Montemorenciaco, 

t
a
m
 in 

cives 
eosdem, q

u
む
n
sibi 

participantes, 
e
x
 hoc e

x
c
o
m
-

Henricus d
e
 Soliaco, 

Guillelmus 
d
e
 Mel!oto, 

D
r
o
c
o
 ・

 
de M

e
l
-

municationis sententiam promulgavit; sed 
ipsi 

rnalleum velut 
Joto, 

G
a
u
c
h
e
r
u
s
 
d
e
 
Jovigniaco, 

Richardus 
de 

Harcourt, 

stipulam 
reputantes, 

nee 
a
d
 
percutientem 

se 
curant 

c
u
m
 

Johannes d
e
 Touciaco, 

A
d
a
m
 de 

Bellomonte, 
Johannes 

d
e
 

humilitate 
redire, 

nee a
d
 percutientem 

se 
curant c

u
m
 h

u
m

同
Bellomonte,

Johannes m
a
r
e
鉛
allus

Francie, 
H
u
g
o
 d
e
 Atheis, 

ilitate 
redire, 

nee 
agunt 

penitentiarn 
de 

cornrnissis; 
quin 

magister 
panetarie 

Francie, 
Gaufreclus 

de 
Capella, 

H
u
g
o
 

potius 
majoris 

exinde 
a
u
d
a
c
i
a
m
 presumtionis 

assumunt, 
ut 

d
邑
Bauceio,

Gaufridus de Poeniciaco, 
Robertus d

e
 Pissiaco, 

ipsi 
ceteras 

civitates 
Francie exernpli 

sui pernicie corrurnpen-
G
a
c
o
 d
e
 Pissiaco, 

G
u
i
d
o
 Malivicini, 

G
u
i
d
o
 d
e
 
Caprosia, 

et 

tes, 
soli 

provocent universos, 
contra gallic

，伽
e,

i
m
m
o
 univer-

alii 
barones et 

rnilites 
q
叫

domini
regis Francie interfuerunt. 

salis 
eccl

卸
・e
libertatem; 

n
a
m
 etsi. grave sit 

facinus q
u
o
d
 c
o
m
-

C
h
a
m
p
a
g
n
e
 終

損
Q

barons, 
chevaliers 

8
 W
：
会
や
認

IT;:~＞＇（i-Co.1£(;!1 

mittunt, 
gravius 

t
a
m
e
n
 
committentium est 

e
x
e
m
p
l
u
m
.
・・－

絹
綿
。

寧
Varin, 

Arch. 
adm. ,

 I
 2, 

pp. 591-592, 
n。

CLII, S
e
p
t
e
m
-

雲
Varin, 

loc. 
cit. 

,
 ・・・

C
u
m
 e
n
i
m
 
remensis 

archiepiscopus, 

bre 
1235, 

Conquestio b
a
r
o
n
u
m
 et 

militum 
r
句
ni

Franciae 
et 

belvacensis 
episcop

凶
h
o
m
i
n
e
s
ejus 

sint 
ligii 

et 
fideles, 

et 

contra praelatos, 
ad 

Gregori u
m
 p
a
p
a
m
 I

X
 directa. 

,
 

J
 8
 :!ja 

a
b
 ipso 

per 
homagiil.m teneant sua temporalia 

in 
paritate 

et 

慌
長

!l
明

-\lJ
や

，＆~.；＿！
帝
王
越
さ
1
去三
Q
照
！
：
＇
千
ノ
崎
的
。

baronia, 
in 

h
a
n
c
 ・

 
contra 

i
p
s
u
m
 insurrexerunt audatiam; q

u
o
d
 

H
:
 d

u
x
 Burgundie, P. 

c
o
m
e
s
 Britannie, 

H. c
o
m
e
s
 
Marchie, 

in 
sua 

curia 
j
a
m
 nolunt d

e
 temporalibus 

r
白
pondere,

nee in 

。n
，
ト
守
＂
~
担
当
（
饗
守
式
投

lf-s
:,,_ 

Iトミ
Q
告室料

..¥lit'
E；者

E現
時
（
様
）

〈
や
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sua curia 
jus 

facere vel 
etiam 

expectare. 
・
 

・
 

・
 

雲
Varin,

Arch. 
adm., 

I-2, 
pp. 604-605, 

n。
C
L
V
I
,

C
o
n
-

cilium 
provinciale 

h
a
b
i
t
u
m
 
a
p
u
d
 
Silvanectum 

in 
negocio 

remensis archiepiscopi 
et 

belvacensis 
episcopi :

 ・・・
C
u
m
do-

m
i
n
u
s
 rex n

o
n
 paruerit 

monicionibus 
sibi 

factis, 
nos 

inter-

dicimus 
totum 

dorniniwn 
ejus 

siturn 
in 

provincia 
remensi, 

ita 
t
a
m
e
n
 q
u
o
d
 exhibeantur ibidem viaticum et 

baptisma ;
 et 

e
x
 n
u
n
o
 e
x
c
o
m
m
u
n
i
c
a
r
n
u
s
 ornn

白
episcopos

qui 
p
e
n
a
m
 
h
a
n
c
 

n
o
n
 observaverint, 

et 
in 

suis 
diocesibus 

observari 
fe

伐
rint

publicaverint 
et 

publicari 
fecerint 

in 
crastino 

B. 
Andree, 

q
u
o
d
 prefigirnus 

ad dictam p
e
n
a
m
 publicandam, 

冨
Varin,

Arch. 
adm., 

1-2, 
pp. 

606-608, 
n° 

C
L
I
X
,
 
13 

janvier 
1236, 

Sentencia a
 Gregorio papa I

X
 lata, 

q
u
a
 scabini 

remenses, 
ad r

e
s
p
o
n
d
e
n
d
u
m
 capitulo 

remensi 
in 

curia 
rorna-

na, 
condernnantur; 

Potthast, 
Regesta, 

I, 
n° 

10079，“
Con-

querentibi
必

官
obis

quod.
”：・・・

C
u
m
q
u
e

dicti 
cives 

citati 
a
b
 

archidiacono et 
succentore 

predictis, 
e
o
d
e
m
 
de

句
n
o

legitime 

excusato, 
procuratorem pro se ad sedern apostolicam destinas-

sent, 
procurator 

vester 
petiit 

irritari, 
vel 

nuntiari 
irritum, 

q
u
o
d
 factum 

est 
ab 

W
.
 archiepiscopo, 

et 
quidquicl 

o
b
 
id, 

v
巴l

e
x
 eo 

secutum
白
t,

q
u
o
c
u
m
q
u
e
 
nornine 

censeatur, 
super 

eligendis seu 
orclinandis scabinis 

d
e
 civibus bannalibus archi 

episcopi, 
et 

super 
collata 

eis 
a
b
 
ipso 

pot
飴
tate

juclica
口
di

cives 
in 

b
a
n
n
o
 et 

temporali 
jurisclictione 

archiepiscopi 
con-

』，，../ 
山

＼
ι、、

sistentes ;
 cu
m
 c
o
n
甘
a
formarn juris, 

sine 
consensu 

capituli, 

fuerit 
in 

clispendium ecclesie attemptatum. Postulavit insuper 

d
e
 darnpnis et 

injuriis 
occasione 

concessionis 
hujusmodi 

re-

mensi ecclesie 
et 

suis 
a
 dictis 

civibus 
irrogatis, 

q
u
e
 
usque 

a
d
 tria 

milia 
rnarcharum extimabat, 

sibi 
satisfieri 

competen-

ter. 

~
 Recueil des 

actes de Philippe Auguste, I, 
pp. 

95-97, 
1182, 

n
o
v
e
m
b
r
e
 -

avril 
1183, 

Paris ;
 ・・・

Noverint igitur 
universi 

Presentes 
pariter 

et 
futuri 

q
u
o
d
 
karissirnus 

avunculus 
nosi:er 

Willelrnus, 
venerabilis 

R
e
r
n
o
r
u
m
 
archiepiscopus, 

consue
加

dines 
burgensibus 

suis 
R
e
m
e
n
s
i
b
u
s
 
in 

b
a
n
n
o
 suo 

constitutis 

a
b
 antiquisretro 

temporibus collatas, 
sed 

mutatione d
o
m
i
n
o
-

rurnali 
quandiu 

m
i
n
u
s
 
s
巴rvatas,

eisdem 
burgensibus 

suis 

restituens, 
scabinos 

civitati 
reddidit, 

qui 
c
o
m
m
u
n
i
 
o
m
n
i
u
m
 

burgensi umassensu, 
d
u
α
l
e
c
i
m
 
d
e
 
bannalibus 

archiepiscopi 

electi 
archiepiscopo 

presentabuntur 
et 

jurabunt
・・・

V
e
r
w
n
 

t
a
m
e
n
 
si 

burgenses in 
eligendis 

scabinis 
concorcles n

o
n
 fue-

rint, 
archie 

piscopus, 
prout 

civitati 
sue 

et 
sibi 

noverit 

expedire, 
scabinos instituet. 
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G
 capitularia 

G
 b
a
n
n
u
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 !l （＇ユ

ν
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F. 
L. 

Ganshof, 
Recherches sur les 

ca』>itulaires,
Paris, 

1958, 

pp. 6-7, 29-30, et 
passim.

吠
J~.Lto

阪
は

F
charte d

e
 c
o
m
m
u
n
e
 

d
e
 R
e
i
m
s
 -El-' 

60
鈎
l.

G
院

矧
ω
耳
翌
日
司
令
同
組
設
さ
ま
ま
三

G
患
v-t-'

嶋

崎
。Si 

quis 
sexterlagium 

archiepiscopi 
absportaverit vel 

peti-

nuerit, 
forifactum archiepiscopo per L

X
•• 

solidos 
emendabit. 

Si 
quis cambierit qui 

trecensum archiepiscopo, 
sicut 

c
a
m
b
i
-

tores 
sui, 

n
o
n
 solvat, 

et 
ille 

et 
alius 

qui 
c
u
m
 
e
o
 c

a
m
b
i
u
m
 

fecerit 
forifactum 

archiepiscopo per L
X

1• 
solidos 

emendabit ;
 

forisfactum 
q
u
o
q
u
e
 
d
e
 
timon

邑gio
archiepiscopo 

per 
septem 

solidos 
emer.dabitur. 

b
a
n
n
u
m
さま

F，いや
!11110;::2.

社
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総
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略
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ユ
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Varin, Arch. 

adm., 1-2, p. 477, 

n° 
X
L
 VIII, 

D
e
c
e
m
b
r
e
 
1209, 

Carta 
d
e
 
receptione 

domini 

regis 
in 

civitate 
remensi :

 ・・・
q
u
o
d
 nos 

recepimus 
j
u
r
a
m
e
n
-

t
u
m
 a
b
 o
m
n
i
b
u
s
 civibus 

remensibus, 
t
a
m
 in 

civitate, 
q
u
a
m
 

in suburbius constitutis, 
t
a
m
 de

削
stro

q
u
a
m
 d
e
 
B. 

M
a
r
i
e
 

-remensi, 
et 

B. 
Remigii banno，・

雲
Varin, 

loc. 
cit., 

n° 
C
L
I
X
:
 ・・・

Procurator 
vero 

civium 

predictorum 
fori 

exceptione proposita, 
nostrum 

voluit 
judi-

c
i
u
m
 decli 口

are,
asserens q

u
o
d
 scabinatus remensis, 

q
u
o
 sea-

bini 
d
e
 
causis 

civibus 
et 

criminalibus 
judicant, 

d
e
 
feudo 

regis 
existit, 

quia c
u
m
 sit 
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9
L
Y
ω
・∞
ow
〉ロ
S
・

M
・
－
王
と
の
封
建
関
係
に
つ
い
て
は
、
の
・
切
。
日
開
山

p
h
a
s
s遺
言
混

乱
店
九
回
答
足
達
也
同
町
晶
、
白
足
音
急
事
選
認
さ
H
h
h
q
E
S室町
h
v
E
H
U
u
s
g
w

匂

N0・
2
h
v
Sき
・
を
見
ょ
。
ヵ
テ
ド
ラ
ル
着
工
年
代
を
明
ら
か
に
し

得
な
い
の
で
、
特
定
の
司
教
を
考
察
の
対
象
と
な
し
得
な
い
が
、
も
し
そ

れ
が

zbz－oロ
己
向
。
r晶
弘
司
〈

HHuaHN03
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

8
0
g
g
E
E
に

E
R
B
P
E
I玄
Oロ
g
o
H
E口
可
家
の
出
身
で
あ
る
可
能

性
が
あ
り
、
地
縁
関
係
も
不
自
然
で
は
な
い
。
十
三
世
紀
初
頭
の
こ
の
家
の

王
に
対
す
る
忠
誠
は
今
さ
ら
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
以
上
に

Z
$
4
a
oロ

は
前
任
司
教
（
出
口
問
己
g

r
（H
E
B－－
EHuc

ロS
’HHau
の
下
で

由同口
V
5
R
g
g
で
あ
り
（

3
8
5
也、．

n
H
H
J
3・
H
8
6
5由
・
）
、
後
者

は
円
。
ロ
町
田
ぐ
口
の

n
r
S
8戸
山
氏
で
あ
っ
た
（
口
包
ム
見
凶
）
。
又
そ
の

出
自
の
E
B】
V
2
2々
は
同
M
5
1
5
に
近
く
（

F
n
g
p
N
q
p
a
h－
w
℃・

、
HU由
）
、
従
つ
て
の
E
g宮
間
宮
内
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

zhm認】
O
ロ
が

こ
の
人
物
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
も
亦
王
に
忠
誠
で
あ
る

と
同
時
に
、
。
日
同
開
B
官
官
四
に
も
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

古
典
様
式
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
の
カ
テ
ド
ラ
ル
の
特
徴
を
も
し
伎
に

1
1
l短
型
オ
ク

1
グ
を
別
に
し
て

l
l三
層
構
造
と
放
射
状
祭
窒
芯
存
在
に
求

め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
我
々
を
、

ω
g凹
を
へ
て
、
回

O
R
m
o∞
口
市
の

Q
ロ
ロ
可
派
修
道
院
教
会
堂
群
に
導
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た

（
第
一
章
）
。
叉
古
典
様
式
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
の
カ
テ
ド
ラ
ル
を
成
立
せ
し
め
た
大
司
教
・
司
教
座
が
、
何
れ
も
多
少
と
も
に

2
5
2
5
に
関
係



が
あ
る
と
す
れ
ば
（
第
五
章
）
、

そ
れ
は
わ
｝
回
目
白
岡
田
ぬ
ロ
聞
が
正
に
王
と
回
O
C
H
m
。
∞
ロ
巾
と
の
聞
に
立
は
だ
か
っ
て
い
た
事
を
一
示
す
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
我
々
は
、
最
後
に

0
5可
肉
体
、
及
び
、
そ
の
様
式
で
カ
テ
ド
ラ
ル
あ
建
設
し
た
〉
見
出
口
（
ニ
M
O
頃
）
、
及
ぴ
ロ
ロ
ロ
可
の
娘
と
し
て

（

I
V
 

同
様
心
様
式
で
附
属
教
会
堂
争
時
附
設
し
た

rw
わ
r
a
x
m
1
2同
l
T）
町
内
（
ニ
N
U

頃
）
を
と
り
あ
げ
て
、

そ
れ
ら
の
修
道
院
や
司
教
座
と
主
と
の

関
係
を
再
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

F
O口
町
田
〈
H

は
一
一
一
九
年
に
「
主
国
ノ
最
モ
高
費
ナ
肢
体
デ
ア
ル

c
c
a
修
道
院
ヲ
、

H
5
8
g
a
g
s
及
ビ
附
随
ス
ル
モ
ノ
ト
ト
モ
ニ
、
朕
ト
フ
ラ
ン
ス
王
ハ
ト
シ
テ
U

ノ
朕
ノ
後
継
者
ノ
【
庄
内

5
5
何回同仕切

2
Z
S
F
ニ
受
イ

レ
何
ャ
」
こ
の
此
一
一
か
時
期
尚
早
な
文
書
は
、
そ
の
放
に
真
偽
に
関
し
て
論
争
を
生
ん
だ
的
ぃ
実
際
に
保
護
を
受
け
る
べ
く
指
定
さ
れ
た
の
法

可

R
U
の

ω田町己
l呂
田
同
氏
ロ
1

仏町田
l
o
g
B官
以
下
、
約
四
十
の
M
U
H

－OB
a
で
、
そ
の
大
部
分
は
円
a
B
河
以
北
、

主
圏
内
ニ
ア
ル
、

ソ
ノ
ス
ベ
テ
ノ
匂
1
0同
国
江
ヤ

当
時
の
仏
0
8回目
5

8
百円

附
近
に
あ
る
。

主
と
実
際
上
如
何
な
る
関
係
に
あ
っ

た
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
一
一
四
七
年
、

Fccu
〈
口
に
よ
あ
司
教
国
自
己
の
確
認
は
、
そ
の
前
年
一
一
四
六
年
に
こ

〉
旦
ロ
ロ
が
古
く
か
ら
「
王
の
司
教
座
」
で
ゐ
る
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
。

じ
か
し
地
理
的
に
み
て
、

の
カ
テ
ド
ラ
ル
の
ナ
ル
テ
ッ
ク
ス
が
完
成
し
て
い
る
事
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
興
味
が
あ
る
。
一
一
八
九
年
に

MMrE署
叩
〉
ロ
m－

5
8
は
実
質
上

そ
の
H

品即日
g
を
放
棄
し
い
日
目
他
の
南
方
諸
司
教
区
に
対
す
る
と
同
様
、
む
し
ろ
名
を
捨
て
て
実
を
と
っ
た
も
の
と
云
え
よ
う
。

r
n
E
H昨今回己同
F
0
5
に
つ
い
て
は
、
皆
吉
が
教
皇

F
虫
色
町
口
と
共
に
、
二

O
七
年
＝
一
月
九
日
そ
の
献
堂
式
に
列
し
て
い
勺

従
っ
て
と
こ
の
様
式
は
、
阜
く
か
ら
虫
記
R
の
知
る
所
で
は
あ
っ
た
。

一
一
八
二
年
に
王
が
こ
の
町
と
修

道
院
に

T
B
o
n
oロ

B
E
Zを
確
認
し
、
且
王
の
官
。
丹
市
口
氏
。
と

2
5
P
と
の
下
に
置
い
た
時
に
始
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
ち
｝

し
か
し
王
と
の
法
的
な
関
係
は
、

一
般
に
切
C
ロ
話
。
∞
口
四
方
面
ヘ
主
の
勢
力
が
伸
び
て
行
く
の
が
一
一
六

0
年
代
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
が
特
に
諸
修
道
院
に
つ
い
て
確
実
に

法
的
な
諾
関
係
と
な
る
の
は
、

一
一
八

0
年
代
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と
を
、
上
記
の
諸
例
は
教
え
て
い
る
。
し
か
し
て
ζ

の
推
論
は
、
三

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
萱
京
（
森
〉

九
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LES CATHEDRALES GOTHIQUES CLASSIQUES 

AU XIIIe ET LEUR FOND SOCIAL 

--Les cathedrales de Chartres, de Reims 

et d'Amiens--

( Quatrieme partie - Fin) 

Hiroshi MORI 

Taus Jes eveches clans lesquels on a construit Jes cathedrales de 

style gothique classique avaient, sous le regne de Louis VII au plus 

tard, ete comptes parmi les <{eveches royaux}>. Leurs titulaires, 

lorsque le roi leur remettait la regalia, temporels de l'eglise retenus 

in manu regis pendant la vacance du siege, devaient Jui preter la 

fidelitas. Comme il etait interdit au clerge, theoriquement et canoni-

quement, de preter hommage aux mains lai'ques, on a tres souvent 

presume au serment de fidelite des ecclesiastiques Jes effets juridiques 

de l'hommage. 

Le chapitre de Reims devait au roi le service de l'ost: cela n'en 

etait pas auparavant la coutume, mais au debut du XIII• siecle, 

cela devint subitement son devoir comme a <(tous les chapitres fran

<,;ais}>. Ce n'etait pas, a notre avis, a cause de la mense capitulaire, 

mais a cause de la regalia que l'archeveque recevait par fidelite: le 

service du a l'archeveque comme vassal du roi avait ete impute au 

chapitre. 

Les archeveques de Reims devaient aux rois le droit de gite, que 

Jes rois leur exigeaient a !'occasion du couronnement pour sejoumer 

clans la ville de Reims. Les eveques de Chartres et de Soissons devai

ent aussi ce droit une fois par an, tandis qu'a l'eveque d'Amiens, 

Philippe Auguste abandonna le droit de gite pour le dedommager de 

l'hommage qui Jui etait dQ en raison du comte d'Amiens, hommage 

que le roi ne pouvait rendre. Ainsi les eveques royaux ont, en prin-
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cipe, ete assujettis aux devoirs feodaux de l' auxilium. 
Quant au consilium, nous crayons qu'alors, le roi et les barons 

fran<;ais ont considere les titulaires des eveches royaux assujettis a la 

justice feodale : les eveques royaux devaient done toujours repondre 

a la semonce de la cour royale, car ils etaient hommes liges qui tenai

ent leur temporalia en pretant au roi l'hommage lige. L'Eglise s'y 

opposait en insistant sur liberte de l'eglise gallicane et universelle: 

nous pensons que, cependant, un certain nombre des archeveques et 

eveques se soient en realite considere lies tres etroitement aux Capeti

ens par le lien vassalique. 

Parmi les archeveqes de Reims, les eveques de Chartres, de Sois

sons et aussi d'Amiens, qui etaient en principe assez fideles aux Ca

petiens, nous trouvons des personnages issus soit de la famille comtale 

champenoise, soit de families qui etaient proches a celle-ci. Les arche

veques et Jes eveques qui avaient le desir et !'intention de realiser 

leurs cathedrales clans le style gothique classique etaient done fideles 

et intimes avec les Capetiens en meme temps qu'avec les comtes cham

penois. La Champagne se trouvant juste au milieu de la Bourgogne 

et du domaine capetien, il a fallu sans doute l'intermediaire champe

nois pour introduire clans le style gothique Jes elements bourguignons 

et clunisiens, !'elevation aux trois etages et le chevet aux chapelles 

rayonnantes, elements essentiels du style gothique classique. 


